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第２章 総合戦略                                 

 

１ 基本的な考え方 

  人口減少は、社会環境、経済環境、価値観・ライフスタイルの変化など、様々な要因

が複雑に絡み合った結果として生じています。したがって、何か一つの処方箋によって

劇的な成果が挙げられるものではなく、多岐に渡る取り組みを中・長期的に継続して推

進することが重要です。（図１） 

  しかしながら、将来的には人口と税収の減少が見込まれ、行政があらゆる公共的サー

ビスを提供することには限界があるのも事実です。また、望む・望まない、良い・悪い

は別として、今後ますます自治体間競争が加速していくことが見込まれます。 

  総合戦略では、人口ビジョンの分析から導かれた基本目標の達成に向けて、重要業績

指標（KPI）を設定するとともに、「選択と集中」、「地域特性の活用」、「官民連携」とい

う３つのコンセプトのもと、計画期間（平成 27～31 年度まで）に実施する施策を記載

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標と重要業績指標（KPI）】 

＜基本目標＞ 

①若者（18-34歳、特に女性）の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

②若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 

＜重要業績指標（KPI）＞ 

指標 現状値（26年度） 目標値（31年度） 

①合計特殊出生率 1.42 1.52 

②20-24歳の市外への転出超過数 △251人 △118人 
 
【コンセプト】 
 ①選択と集中 

本市が直面している人口減少の課題を明確にしたうえで、より効果が見込める 
施策を重点的に推進します 

 ②地域特性の活用 
   地域特性（強み、他市との優位性）を用いて、課題を解決します 
 ③官民連携 
   地域の民間事業者・関係団体・NPO・住民（産学官金労言）と連携・協働し、 
  課題を解決します 
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（図１）人口減少の要因イメージ（※6） 

    
＜参考＞第六次前橋市総合計画改訂版との関係 

   本市では、市民と行政が共に進めるまちづくりの指針として、人もまちも生き生きと輝く「生命

都市いきいき前橋」を将来都市像とし、平成 29 年度までを計画期間とする第六次前橋市総合計画

改訂版（以下、「総合計画」という）を策定しています。総合計画では、本市が解決すべき課題の

一つとして、「人口減少対策」を掲げ、「暮らしの基盤・安全安心」、「環境共生」、「健康・福祉」、「教

育・文化」、「協働・行政経営」の６つの分野で事業を推進してきました。 

   今回策定する総合戦略は、「人口減少問題の克服」や「東京一極集中の是正」という国家的課題

の解決について、これまで取り組んできた総合計画の着実な推進を土台としつつも、より一層この

課題解決に注力をして取り組むものです。（図２） 

   したがって、総合戦略に記載する事業は、これまでの取り組みを重点化し、より一層強化・充実

すべき事業を絞って選択しています。 
 

（図２）総合計画と総合戦略の関係イメージ 

    
――――――――――――――― 
（※6）出典（参考）：人口減少×ﾃﾞｻﾞｲﾝ─地域と日本の大問題を、ﾃﾞｰﾀとﾃﾞｻﾞｲﾝ思考で考える。（英治出版）P116-117 
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２ 本市の強み（地域特性・他市との優位性） 

（１）健康・医療 

本市には、高度救命医療センターや重粒子線治療施設をはじめとする医療機関が 

多数集積しており、安心して医療を受けられる充実した環境が整っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）農業・食 

本市は全国でも有数の農業都市であり、長い日照時間や寒暖差を活かして、さまざ

まな農畜産物の生産に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）立地・防災 

本市は市域の大半が強固な地盤の上に立地していることから、地震などの災害に強

いだけでなく、複数の高速道路が整備されていることに加え、東京から約 100 キロ

の地点にあることから、首都圏からのアクセスに恵まれています。 

 

中核市（45市）中、 

・15歳未満人口千人あたりの小児科医師数(H24）    第２位 

・女性人口千人あたりの産科・産婦人科医師数 (H24)   第３位 

・人口 10万人あたりの医師数(H24)           第３位 

・人口 10万人あたりの診療所数(H26)          第８位 

・人口 10万人あたりの歯科医師数(H24)         第９位 

（参考） 

 ・群馬県女性の健康寿命(H22) 全国２位（男性 10位） 

中核市（45市）中、 

 ・「酪農」、「肉用牛」、「養豚」、「養鶏」、「養蚕」の生産販売額(H22) 第１位 

 ・農業就業人口(H22) 第５位 

 ・販売農家数(H22)  第６位 

 ・経営耕作面積(H22) 第８位 
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 （４）教育・文化 

   本市には大学や専門学校といった高等教育機関が充実しており、多様な教育を受け

られる環境が整備されています。 

 

 

 

 

 

 （５）自然・エネルギー 

   本市は日本百名山に選ばれている赤城山、日本第 1位の流域面積を誇る利根川や市

街地を流れる広瀬川など、四季折々の表情を見せる自然環境に恵まれています。 

   また、日照時間が長いという気象条件を活かした再生可能エネルギーの活用促進が

積極的に図られています。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 総合戦略の構成（体系図） 

  総合戦略の構成（体系図）を示します。 

  「理念」、「基本目標と優先課題」、「課題の解決」がそれぞれ目的と手段でつながって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

中核市（45市）中、 

 ・専修学校数(H26) 第５位 

中核市（45市）中、 

 ・日照時間(H26)  第２位 

 ・太陽光発電設備導入容量(新規認定分、H26)  第５位 
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４ １０のシンボル事業（仮称：さきがけ１０） 

 

 

 
 
  「若者（18-34歳、特に女性）の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「若者の定

着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する」という２つの基本目標達成に向け

て、前橋市が取り組む１０の先導的・象徴的事業は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●人口減少・超高齢化社会というピンチをチャンスに変える 
●人口減少問題の克服や東京一極集中の是正を解決する全国モデルを創る 
●もって、日本再生の魁となる前橋市を創り、人々を幸せにする 

 

１ 若年男女の結婚への壁打破（HAPPY MARRIAGE LAB：ハピラボ） 
現代のﾆｰｽﾞに合致した新たな結婚支援や出会いの機会の応援 

２ 「ジョブセンターまえばし」による包括的就職支援 
職業相談から就職後の定着支援まで、ﾊﾛｰﾜｰｸ前橋と連携した包括的就職支援 

３ 「子育て世代包括支援センター」の充実 
   妊娠期から子育て期までの不安や負担を解消するﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ相談・支援拠点の充実 

４ 地域でいきいき学びの場 

   地域の支援のもと、小中学生を対象に平日は学習活動、休日は体験活動を提供 

 

 
５ 産学官民ｺﾝｿｰｼｱﾑによる学生の定着促進 

COC⁺大学を中心に産学官民ｺﾝｿｰｼｱﾑを構成し、市内企業への長期ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ等を実施 

６ 「ベンチャーヘブンまえばし」の実現 
   「前橋市創業ｾﾝﾀｰ」を中心に、各支援機関と連携した一元的な創業支援を展開 

 
７ 魅力の発信拠点となる新たな「道の駅」 
   ｢都市と農村の交流空間｣をﾃｰﾏに、本市の魅力を発信する拠点となる道の駅を開設 

 

結

婚

・

出

産

・ 

子

育

て

支

援 

若

者

の

定

着 

生

涯

活

躍 

８ 地域づくりネットワークを核とした「家族移住」の促進 
   移住ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭやお試し移住により、移住を希望する東京圏の若者家族を支援 

 
９ 前橋版ＣＣＲＣの推進 
   東京圏から移住したｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱと地域住民が共に生涯活躍できるまちづくりを推進 

 
10 交通ネットワークの再編 
   自動車に過度に依存しない交通ﾈｯﾄﾜｰｸ形成の構築（鉄道・ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾊﾞｽ・LRT等） 

暫定版 
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５ 各基本目標達成に向けた施策 

  人口ビジョンで示した２つの基本目標と４つの優先課題を踏まえ、解決に向けた方向

性として、今後、重点的に取り組んでいく 12施策（42事業）を提示します。 

  なお、課題の解決にあたっては、３つのコンセプト（「選択と集中」、「地域特性の活用」、

「官民連携」）のもと、事業を推進します。 

 

 

 

基本目標１ 若者（18-34歳、特に女性）の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

優先課題 １ 未婚率の上昇 

 

施策① 出会いの機会の応援  

・市民意識調査によれば、若年女性（20-34 歳）の 85.1％が「将来結婚した
い」と考えています。また、現在結婚していない理由は「結婚したいと思う
相手がいないから」（45.2％）が最も多いものの、結婚に向けて取り組んだ
ことのあるものについては「特になし」（56.6％）が多くの割合を占めてい
ます。 

・若者の希望実現に向け、結婚への障壁を把握し、潜在的ニーズを具現化する
新たな結婚支援のあり方を創出し、出会いの機会を応援します。 

主な事業 No.1 若年男女の結婚への壁打破（HAPPY MARRIAGE LAB.：ﾊﾋﾟﾗﾎﾞ） 

No.2 新たな出会いにつながる学び・活動の場の創出 

 

施策② 安定的な雇用と収入の確保  

・年収別の独身男女の結婚意思（35歳未満、国調査）によれば、独身男性の結
婚意向率（※）は、年収 100万円未満では約３割にとどまるものの、300-500
万円では６割、500万円以上では７割を超えるとしています。この年収と結
婚意向の相関関係は女性も同様です。 

・経済的な不安を解消し、多くの若者が躊躇なく結婚や出産に踏み出せるよう
支援します。 

（※）「１年以内に結婚したい」、「理想の相手なら１年以内に結婚してもよい」と答えた割合 

主な事業 No.3 「ジョブセンターまえばし」による包括的就職支援 

No.4 子育てママの再就職支援 

No.5 事業所内保育施設の設置支援 
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基本目標１ 若年（18-34歳、特に女性）の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

優先課題 ２ 夫婦間の出生数の減少 

 

施策③ 不妊・不育支援  

・晩婚・晩産化の影響等により、妊娠したくてもできない不妊症に悩む夫婦が
増えています。国の調査によれば、結婚している夫婦の約３分の１が「不妊
を心配したことがある」と回答し、その半数の約 15％が「不妊治療の経験が
ある」または「治療中」と回答しています。 

・子どもが欲しくてもできない夫婦へ精神的・経済的な支援を行うとともに、
次の世代を担う若者へ妊娠・出産に対する正しい知識を普及・啓発します。 

主な事業 No.6 不妊・不育治療の支援 

No.7 妊娠・出産に対する正しい知識の普及・啓発 

 

施策④ ２人目の壁打破  

・市民意識調査によれば、２人以上の子どもを産んでよかったと思うこととし
て、「家族が増え、にぎやかになった」（83.2％）、「子ども同士が遊べるよう
になった」（75.2％）などが挙げられています。 

・その一方で、「２人目の壁（生活費や教育費に関連した家計の見通し、仕事の
環境、自身の年齢などを考慮し、２人目以降の出産をためらうこと）は存在
すると思うか」聞いたところ、約８割の方が「思う」と答えています。 

・その理由は、「子育てにかかる費用負担が大きい」（50.7％）、「生活にゆとり
がなく時間に追われている」（46.2％）、「仕事との両立が難しい」（40.1％）
などと続いています。 

・２人目の壁を打破し、１人よりも２人、２人よりも３人の子どもを生み・育
てたいと思えるよう、子育て世帯の負担を軽減します。 

主な事業 No.8 「子育て世代包括支援センター」の充実 

No.9  産後ケア 

No.10 病児・病後児保育の充実 

No.11 放課後児童クラブの拡充 

No.12 地域における子育て支援の充実 

No.13 近居・三世代同居支援 

No.14 社会全体で子育てを応援する風土づくり 
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施策⑤ 子どもの育ちを支える教育  

・魅力ある教育・子育てを進めるために、次のようなことを重視します。 
 ○地域と共に子どもを育てる市民協働の推進 
 ○親育ち・子育ちのための幼児教育の充実 
 ○全国に誇れる魅力ある学校教育の推進 
・具体的には、本市は多くの自然や文化に恵まれていますが、子ども時代にそ
れらに触れて学ぶ経験がなければ、「ふるさとが前橋で良かった」、「将来は前
橋に戻って子どもを育てたい」といったふるさとへの愛情を育むことはでき
ません。 

・子どもたちが、地域を知り、地域の人と関わる「ふるさと教育」を推進する
とともに、地域における学習活動や体験活動を通じて社会性や人間性を育み
ます。 

主な事業 No.15 地域でいきいき学びの場 

No.16 赤城山ろく里山学校 

No.17 少人数学級の推進 

No.18 ICT教育の推進 
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基本目標２ 若年の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 

優先課題 ３ 若者の総数の減少 

 

施策⑥ 市内高等教育機関の魅力向上  

・本市は多くの大学、専門学校等が存在し、教育機関に恵まれています。 
・一方で、進学や就職に対する市民意識調査によれば、進学を希望する人の

83.4％が「前橋市外」での進学を希望しており、その理由は「市内の大学等
には志望する学部がないから」（52.2％）、「将来の就職に有利な学校に進学
したいから」（34.5％）などと続いています。 

・市内大学等の魅力向上と就職を見据えた教育の底上げを図ります。 

主な事業 No.19 大学等の活性化 

 

施策⑦ 市内大学生等の定着  

・市民意識調査によれば、市内大学等在学生の出身地は 83.6％が前橋市外とな
っており、通学校を選んだ理由は「学びたい内容の学部・学科があるから」
（67.6％）、「希望する資格を取得することができるから」（39.6％）などと
続いています。 

・その一方で、通学校卒業後の勤務先については、78.3％が前橋市外を希望し
ています。「どのような制度や支援があれば前橋市に居住し、就職しようと思
うか」について聞いたところ、「就職先の紹介」（44.5％）が最も多くなって
います。 

・進学時に転入してきた学生をはじめ、多くの学生の市内定着を目指します。 

主な事業 No.20 学生の定着促進 

No.21 ＵＩＪターンの奨励 

（再掲）「ジョブセンターまえばし」による包括的就職支援 
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施策⑧ ふるさと就職を促す魅力あるしごとづくり  

・市民意識調査によれば、市内の高校生に対して｢大学等卒業後、前橋市内で就
職したいと思うか」聞いたところ、「思わない」が 73.0％となっています。
その理由は、「地域にとらわれずに働きたいから」（34.5％）、「希望する仕事
やスキルを身につけることができないから」（19.3％）、「大手企業がないか
ら」（17.9％）などと続いています。 

・若者がふるさとに帰りたいと思うような魅力あるしごとづくりを進めます。 

主な事業 No.22 ベンチャーヘブンまえばしの実現 

No.23 市内企業の人材育成支援 

No.24 本社機能・バックアップ機能誘致 

No.25 農商工連携による就職支援 

No.26 農業の新規参入支援 

No.27 エネルギーの地産地消 

（再掲）ＵＩＪターンの奨励 

 

施策⑨ 交流人口の増加  

・本市は東京から約 100キロに位置し、鉄道や複数の高速道路が整備されてい
るなど、東京圏からのアクセスに恵まれている。加えて、平成 28 年度には
国道 17号上武道路の全線開通が予定されています。 

・こうした地の利を活かし、各ステークホルダーが目的意識を共有し、力を合
わせることで、交流人口増加による地域経済の活性化を図ります。 

主な事業 No.28 魅力の発信拠点となる新たな「道の駅」 

No.29 赤城山ツーリズム 

No.30 前橋スポーツコミッション（オリンピック関連誘致） 

No.31 まちなか文化芸術・歴史空間の創生 

No.32 市内留学生の定着促進 

 

施策⑩ 移住・定住人口の増加  

・都市部と山間農村部が共存していることに加え、充実した医療・教育・食環
境など本市の強みを活かし、移住・定住を促進します。 

・また、地域づくり活動や企業の社会貢献活動など、多様な主体が連携し、地
域の課題を市民自らが解決することを支援します。 

主な事業 No.33 地域づくりネットワークを核とした「家族移住」の促進 

No.34 スローシティ・スローライフの推進 

No.35 地域おこし協力隊の活用 

No.36 民間共創の推進 
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基本目標２ 若年の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 

優先課題 ４要介護認定者率の上昇 

 

施策⑪ 生涯活躍のまちづくり  

・人生 100年時代を見据え、意欲ある高齢者がそれまで培った能力や経験を生
かし、生涯現役で活躍し続けられることを目指します。 

主な事業 No.37 健康寿命の延伸 

No.38 大学退職教員等の知識や技術の継承 

No.39 ＩＣＴを活用した健康づくり 

No.40 前橋版ＣＣＲＣの推進 

 

 

【共通】 

施策⑫ 都市のコンパクト化と交通ネットワーク形成  

・人口減少社会においても、地域の活力が維持され、子どもから高齢者まで安
心して暮らせるまちを目指し、地域公共交通と連携したコンパクトなまちづ
くりを進めます。 

主な事業 No.41 都市のコンパクト化 

No.42 交通ネットワークの再編 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12



基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (1)未婚率の上昇 
施策 ①出会いの機会の応援 
事業 No.１ 若年男女の結婚への壁打破（HAPPY MARRIAGE LAB：ハピラボ） 

１．目的  
・結婚・出産・子育てに関する市民意識調査では、若年女性（20-34歳）の結婚希望は 85.1％
と高く、結婚したい年齢は 25-29 歳が 29.5％、30-34 歳が 34.5％となっている。また、
現在結婚していない理由は「結婚したいと思う相手がいないから」（45.2％）が最も多く、
結婚に向けて取り組んだことのあるものは「特になし」（56.6％）が最も多かった。これま
で家庭や地域、職場等が果たしてきた結婚支援機能が低下し、結婚に向けた取り組みは個人
で対応せざるを得ない状況となっている。 

・「結婚をする・しない」は個人の選択であるのは言うまでもないが、「結婚したい」という 
思いを持ちながらも具体的な行動に至っていない現状を改善する。 

２．手段（事業展開）  
 ・若年男女の結婚への障壁を把握し、その障壁を打破するｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝを提言・実行する。 

３．将来構想  
 ・結婚環境改善ｱｸｼｮﾝの実行により、「結婚したい」という思いを持ちながらも、結婚しない・

できない若年男女の「結婚に向けたｱﾌﾟﾛｰﾁ｣がこれまでよりも容易になる。 
 ・市民（企業・地域・個人等）が主体となった改善ｱｸｼｮﾝが市内全体に波及する。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・結婚環境改善ｱｸｼｮﾝの提言に向けたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟへの参画 
・市民（企業・地域・個人等）が主体となった結婚環境改善ｱｸｼｮﾝの実行 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・市民意識調査の実施 ・市民や企業と協働したﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
・若者視点での結婚環境改善ｱｸｼｮﾝ提言  
・提言に基づく試行 

・結婚環境改善ｱｸｼｮﾝの市内への波及 

●重要業績指標（KPI） 

 若年男女（20代後半から 30代前半）の未婚率 

現状値 
（H22年度） 

25～29歳 
男 69.1％ 女 58.9％ 

30～34歳 
男 45.6％ 女 32.4％ 

H31年度 減少 

●参考ﾃﾞｰﾀ 「本市の年齢区分ごとの未婚率の推移」 
      【男性】              【女性】 
 
 
 
 
 

●主な連動事業 
No.２ 

新たな出会いにつながる 

学び・活動の場の創出 

●主担当部 
 政策部 
 福祉部 

 

99.3 98.9 99.4 99.5 

91.0  91.4 92.7 93.8 

64.1 67.1 68.8 70.8 

36.8 41.2 44.4 46.3 

0

20

40

60

80

100

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 

98.3 97.9 98.6 98.6 

85.3  87.2 88.7 89.9 

46.5 52.5 56.9 59.6 

20.3 26.1 30.8 32.8 

0

20

40

60

80

100

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 

98.3 97.9 98.6 98.6 
85 3  87 2 88 7 89 9 46 5 52 5 56 9 59 6 20 3 26 1 30 8 32 8 020406080100 18～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (1)未婚率の上昇 
施策 ①出会いの機会の応援 
事業 No.２ 新たな出会いにつながる学び・活動の場の創出 

１．目的  
・市民へのｱﾝｹｰﾄ調査結果によれば、結婚した夫婦の知り合ったきっかけは「職場や仕事」や 
「友人・兄弟姉妹を通じて」と、生活の中での知り合いからの出会いが多い。 
・また、縁結び事業や婚活ｲﾍﾞﾝﾄ自体のﾆｰｽﾞは増加している半面、「結婚に向けて特に何もして
いない」人も半分以上おり、婚活ｲﾍﾞﾝﾄに参加することにﾊｰﾄﾞﾙを高く感じる人が多いことが
推測される。 

・そこで「婚活」自体が目的でなく、個人の知的好奇心を満たすことを主目的とし、その先に
自然な出会いがあるような機会を創出する。 

２．手段（事業展開）  
 ・多様なﾗｲﾌｽﾀｲﾙに合わせ、個人のｽｷﾙや知識等の向上に資するだけでなく、新たな仲間やﾊﾟｰﾄ

ﾅｰとの出会いにつながるような多様な学び・活動の場を提供する。 
３．将来構想  
・若い人が趣味・活動を通じて職場以外に新たな仲間やﾊﾟｰﾄﾅｰを見つけることができ、より充
実したﾗｲﾌｽﾀｲﾙを実現できる。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・NPO団体（婚活・就労支援関係）、企業（ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ・飲食関連ほか）などとの連携した事業
検討・実施 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・男子力･女子力 UP講座の開催 
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾏﾅｰ講座の開催 

・左記事業の拡充 
・NPOや企業と連携した新たな 
出会いの場の検討・実施 

・左記事業の拡充 
・NPOや企業と連携した新たな 
出会いの場の検討・実施 

●重要業績指標（KPI） 
新たな出会いの機会への参加者満足度（大変満足・満足と回答する人の割合） 

現状値 ― H31年度 80％ 

●参考ﾃﾞｰﾀ ●主な連動事業 
No.1若年男女の結婚への壁打破  

●主担当部 
 教育委員会事務局 
政策部 

 

「現在の結婚について相手と知り合ったきっかけ」 
（市民ｱﾝｹｰﾄ調査結果、回答は１つ） 

35.4 32.4 10.7 4.3 6.4

0.6 2.5

7.4 0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=785

職場や仕事で 友人・兄弟姉妹を通じて

学校で 街なかや旅先で

サークル・クラブ・習い事で 幼なじみ・隣人

見合いで その他

無回答
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (1)未婚率の上昇 
施策 ②安定的な雇用と収入の確保 
事業 No. 3 「ジョブセンターまえばし」による包括的就職支援 

１．目的  
・大学進学時や就職時の市外転出により、市内事業所へ就職する若者が減少している。 
・多くの若者を市内に定着させるため、市はこれまでに就労相談や就職支援セミナー等を実施
してきたが、直接雇用に結びつけるための職業紹介（ﾊﾛｰﾜｰｸ所管）ができないため、支援が
途切れることが課題であった。 

・この課題を解決しつつ、さらには定着支援に向けた新たな人の流れを生み出すことが求めら
れている。 

２．手段（事業展開）  
・就職に関するﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ拠点「ｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰまえばし（仮称）」をﾊﾛｰﾜｰｸ前橋と共同で設置す
る。（平成 29年 4月ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ予定｡就職支援窓口の開設は平成 29年 3月から。） 

・市内企業への就職を希望する若者や子育て中の女性に対する包括的な就職支援（就労相談、
職業紹介、人材育成支援、就職後の定着支援など）を実施する。 

３．将来構想  
 ・市内大学や専門学校等と連携した在学生向けのｱﾌﾟﾛｰﾁにより、学生の地元就職を促進する。 
・G ﾀｰﾝ倶楽部（群馬県）等との連携により、首都圏大学生等の UIJ ﾀｰﾝを促進する。 

 ・子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰと連携し、子育て中女性の就労ﾆｰｽﾞに対応する。 
・就農希望者や留学生の定着を視野に入れた幅広い就労支援を実施する。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・群馬労働局との連携：市の就職支援事業とﾊﾛｰﾜｰｸの職業紹介事業のｽﾑｰｽﾞな実施 
・市内大学や専門学校、市内企業との連携：地元就職の推進 
・県（G ﾀｰﾝ倶楽部）や企業等との連携：東京圏の大学や都内各所での UIJ ﾀｰﾝ周知 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・労働局との雇用協定締結 ・包括的な就職支援の実施 ・ｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰまえばし(仮称)開設 

●重要業績指標（KPI） 

 ｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰ登録者のうち市内企業への就職者数（累計） 
現状値 0人 H31年度 300人 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
04子育てママの再就職支援 
08子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰの充実 
20学生の定着促進 
25農商工連携による就職支援 
32留学生の定着促進 

●主担当部 
 産業経済部 

ジョブセンターまえばし（仮称） 

施設管理 
・運営 

若者・子育て女性 
就職支援事業 ハローワーク 

・キャリアカウンセリング 
・就職支援セミナー、定着支援 
・スキルアップ、仲間づくり講座 

・職業相談 

・職業紹介 
連携 

・合同企業説明会 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (1)未婚率の上昇 
施策 ②安定的な雇用と収入の確保 
事業 No. 4 子育てママの再就職支援 

１．目的  
・結婚・出産を契機に女性の就業率が低下をする「Ｍ字ｶｰﾌﾞ」が社会問題となっているが、本
市では、結婚・出産後の年齢においても就労が継続されており、全国、県内と比較した場合、
女性が子育てをしながら働いている割合がやや高い傾向にある。※参考ﾃﾞｰﾀ① 

・しかし、その内訳を見てみると、女性の雇用者に占める非正規雇用の割合は、年齢を重ねる
ごとに増加しており、特に結婚・出産・子育てが続く年齢層で上昇している。※参考ﾃﾞｰﾀ② 

・この世代の非正規雇用をいかに解消していくかが重要であるが、中でも子育てをしながらの
再就職活動は、面接時の子どもの預け先から就職後の働き方まで多くの不安や負担があるた
め、個々の希望者に寄り添ったきめ細かな対応が必要である。 

２．手段（事業展開）  
・現在実施している子育てﾏﾏへの支援として、託児所付きの再就職支援ｾﾐﾅｰ、子育てと仕事の
両立を推奨する企業の人事担当者との交流会や就職面接会に加えて、ｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰまえばし(仮
称)において総合的な就職支援を実施する。 

３．将来構想  
 ・結婚・出産を機に家庭に入った子育てﾏﾏが希望の社会復帰を果たすことができるとともに、

安定的な雇用と収入の確保が図れている。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・群馬労働局（ﾊﾛｰﾜｰｸ前橋）との連携：職業紹介や再就職支援の共同実施 
・県や市内企業との連携：ﾆｰｽﾞ把握や就職面接会等の共同実施 
・市内企業や市民との連携：実施事業の協力、企業や市民主体の新たな支援活動 等 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・事業実施 
・企業へのﾆｰｽﾞ調査 等 

・事業実施 
・ﾆｰｽﾞ調査に基づく新たな事業の検討・実施  

・左記事業のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ 

●重要業績指標（KPI） 

 再就職支援を受け、就職した子育てﾏﾏの人数（単年度） 
現状値 16人 H31年度 30人 

●参考ﾃﾞｰﾀ 
 

●主な連動事業 
03「ジョブセンターまえばし」による包括的就職支援 

●主担当部  
産業経済部 

 
 

 
 

①女性のＭ字ｶｰﾌﾞ(H24) ②雇用者に占める非正規の従業員率(H24) 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (1)未婚率の上昇 
施策 ②安定的な雇用と収入の確保 
事業 No.5 事業所内保育施設の設置支援 

１．目的  
・市民ｱﾝｹｰﾄにおいて、｢少子化に歯止めをかけるために前橋市が行うべき取組｣を尋ねたとこ
ろ、最も多い回答は｢子育てと仕事が両立できる職場環境整備｣(58.3%)であった。 

・子育て期における女性の就労継続や再就職を促進するためには、子どもの預け先確保が重要
であり、土日や夜間の対応を含めた環境整備が望まれている。 

２．手段（事業展開）  
・子育てと仕事の両立支援に向けた事業主の取り組みを促すため、事業所内保育所を新設しよ
うとする事業所に対して支援をする。 

・また、大手企業のみならず、地域の中小企業や工業団地内企業による共同保育所の設置や、
外部委託による運営を奨励する。 

３．将来構想  
 ・現在 11箇所（うち病院が７箇所）の市内事業所内保育施設数が増加し、従業員の仕事と家

庭の両立のための職場環境が整備されることにより、継続的な雇用と安定収入の確保が図ら
れる。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・関係機関と連携した制度周知 
群馬労働局（国の助成金を申請した市内事業所）、群馬県（いきいき G ｶﾝﾊﾟﾆｰ認証事務所）、
前橋商工会議所（会員事業所）、保育関係団体等 

 ・市内企業や市民と協働した機運の醸成 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・調査研究、要項作成 ・制度の周知 
・事業実施 

・設置に向けた市内企業への PR 

●重要業績指標（KPI） 

 新規設置数（助成実績）の累計 
現状値 0件 H31年度 3件 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 産業経済部 
 福祉部 

 

設置費の 2/3 
（大企業は 1/3） 

＋ 
運営費 

 支
援 

国補助 

市 保育 
施設 

企 業 
（事業所内保育施設を設置） 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (2)夫婦間の出生数の減少 
施策 ③不妊・不育支援 
事業 No.6  不妊・不育治療の支援 

１．目的  
・晩婚・晩産化の影響等により、妊娠したくてもできない「不妊」、また、妊娠はするが流産・
死産・新生児死亡などを繰り返し、子どもを持てない「不育」に悩む夫婦が増えている。 
前橋市でも妊婦のうち 10％以上が治療を経て妊娠にいたっているという結果があり、実際
に治療している人はもっと多いと考えられる。 

・不妊・不育治療にかかる夫婦の経済的・精神的負担は大きいことから、経済面での支援と精
神的ｻﾎﾟｰﾄ、不妊・不育に関する社会の理解が必要である。 

２．手段（事業展開）  
・夫婦の経済的・精神的な不安を軽減し、安心して治療に臨める環境を整えるため、現状の不
妊治療費助成の拡充、及び不育治療費の一部助成、男性向け不妊治療を新たに実施する。あ
わせて不妊・不育症および支援制度についての周知を幅広く行う。 

３．将来構想  
・不妊・不育症に悩む夫婦の経済的・精神的な負担を和らげ、希望をもてるような体制を整え
る。また、不妊・不妊症に対する市民や企業など、社会の理解を高める。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・関係機関（医療機関、学校・企業ほか）と連携した制度周知 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・特定不妊治療費助成の充実検討 
・男性不妊治療費助成制度の検討 
・不育治療費助成の検討 

・特定不妊治療費助成の拡充実施 
・男性不妊治療費助成の実施 
・不育治療費助成の実施 

・左記事業のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ 
・不妊対策や助成事業の啓発 

●重要業績指標（KPI） 

 不妊治療費助成人数 

現状値 
一般不妊治療 351人 
特定不妊治療 219人 
男性不妊治療 － 

H31年度 
一般不妊治療 380人 
特定不妊治療 240人 
男性不妊治療 10人 

●参考ﾃﾞｰﾀ 
 

●主な連動事業 
07妊娠・出産に対する正しい知識の普及・啓発  

●主担当部 
 福祉部 

「自然妊娠」と「治療して妊娠」 
の割合（前橋市） 治療 

11% 
311人 

自然妊娠 
88% 

2,518人 

無回答 
1% 
18人 （H26母子手帳発行時アンケートより） 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (2)夫婦間の出生数の減少 
施策 ③不妊・不育支援 
事業 No.7 妊娠・出産に対する正しい知識の普及・啓発 

１．目的  
・現在、晩婚・晩産化などの理由により、不妊・不育に悩む夫婦は増加している。 
・医療技術の向上により出産可能年齢は上昇しているが、医学的には男性、女性ともに妊娠・
出産には適した年齢があること、30 歳代半ば以降は年齢が上がるにつれて様々なリスクが
相対的に高くなるとともに、出産に至る確率が低くなっていくことが指摘されている。 

・このことから、子どものころから妊娠・出産に対して正しい知識を得るとともに、子どもを
産み・育むことの素晴らしさを伝えていくことが必要である。 

２．手段（事業展開）  
・義務教育期より段階に応じた「妊娠・出産・育児」に関する教育に加え、その他若い世代に
対しても正しい情報・プラスイメージをもてるよう伝え、学べる機会を提供する。 

３．将来構想  
 ・妊娠・出産に関して特に若い世代が正しく理解し、子どもを産み・育てたいという人が増加

する。 
 
●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・関係機関（医療機関、学校、企業ほか）と連携した検討および事業実施 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・事業内容の検討 ・関係機関と連携した事業実施 ・関係機関と連携した事業実施 
・広報活動 

●重要業績指標（KPI） 

 妊娠・出産に関する講座開催数 
現状値 ― H31年度 ５件 

●参考ﾃﾞｰﾀ 
女性の加齢による卵子の数の変化（平成 25年版厚生労働白書） 

 
 

●主な連動事業 
06 不妊・不育治療の支援 

●主担当部 
 福祉部 
 健康部 
 教育委員会事務局 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (2)夫婦間の出生数の減少 
施策 ④2人目の壁打破 
事業 No. 8 「子育て世代包括支援センター」の充実 

１．目的  
・核家族化や地域のつながりの希薄化等により、地域における妊産婦やその家族を支える力が
弱体化しており、子育て世帯の孤立感や負担感が強まっている。育児に関する悩みや問題が
多様化する中で、妊娠・出産・育児と切れ目のない包括的な支援の実施が求められている。 

 
２．手段（事業展開）  
・本市では、妊娠・出産・育児における相談や支援を目的とするﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ拠点である「子育て
世代包括支援ｾﾝﾀｰ」を整備し、関係機関と連携した支援を実施している。 

・母子保健ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰや保育ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭを配置し、支援体制の充実を図るとともに、多くの市民
が気軽に利用できるよう広く周知を行う。 

 
３．将来構想  
・子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰを中心に、関係機関が連携し、発達相談や就労相談、福祉相談等を
含めた総合的な子育てに関わる相談に応じ、切れ目のない総合支援を提供する。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・事業推進における関係機関との連携（医療機関（産科等）、児童相談所、子育て支援機関、
利用者支援実施施設、ｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰまえばし等） 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・保健師などによる母子相談・支援 
・関係機関との連携(5歳児就学前健診等)  

・母子保健ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置 
・保育ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭの配置 
・ｾﾝﾀｰ機能の強化・周知 

・支援体制の充実 

●重要業績指標（KPI） 

 ・利用者ｱﾝｹｰﾄ（ｾﾝﾀｰ開設後の窓口利用ｱﾝｹｰﾄで「満足した」人の割合） 
現状値 ― H31年度 100% 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 
 
 
 
 

●主な連動事業 
03｢ｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰまえばし｣による包括的就職支援  

 06不妊・不育治療の支援 
09産後ケア 
10病児・病後児保育の充実 
11放課後児童クラブの充実 

●主担当部 
 福祉部 

 

 

子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ 

（前橋保健ｾﾝﾀｰ・２階） 
関係機関 

連携 

相談 

助言 
指導 妊娠婦等 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (2)夫婦間の出生数の減少 
施策 ④２人目の壁打破 
事業 No. 9 産後ケア 

１．目的  
・核家族化等により赤ちゃんと身近に接する機会が減少した世代は、育児の基本手技や赤ちゃ
んの生理などの基礎知識が不足しており、産後の子育てに対する不安が大きい。 

・里帰り出産などのｻﾎﾟｰﾄが得られない方も増加しており、「産後うつ」なども社会問題として
ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟされていることから、産後の育児支援の充実が求められている。 

 
２．手段（事業展開）  
・産後ｹｱに対する事業実施ｽｷｰﾑについて関係団体（産科等の医療機関や子育て支援団体等）と
検討し、実施する。 

 
３．将来構想  
・専門機関を中心に、様々な産後ｹｱ（母乳相談、育児相談、休養等）の実施により、産婦の不
安や負担の軽減を図る。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・事業実施に向けた検討と事業実施での主体的参加 
・医療機関（産科等）、助産施設、子育て支援関係団体等との連携 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・事業の検討 
 

・実施に向けた体制整備 
（ﾆｰｽﾞ・実施団体調査） 

・産後ｹｱにかかる各種事業実施 
 

●重要業績指標（KPI） 

 産後ｹｱ事業の利用件数 
現状値 ０件 H31年度 50件 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 
 
 
 
 
 

●主な連動事業 
08子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰの充実 

●主担当部 
 福祉部 

 

産後女性の
抱える問題 

体調回復 

寝不足 

夫の理解
と協力 

育児不安 

産後うつ 

産後ケア 

産院等 

NPO 
行政 

産後の女性への不安定な心身に 
配慮したきめ細やかなケア 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (2)夫婦間の出生数の減少 
施策 ④２人目の壁打破 
事業 No. 10 病児・病後児保育の充実 

１．目的  
・病児・病後児保育は、病気の治療中または回復期で集団保育が困難な期間において、医療機
関等の専門施設で一時的に児童等を預かり、保護者の就労及び子育てを支援している。 

・現在、市内１ヶ所※で運営しているが、市民要望は高く、充実が求められている。 
※群馬県済生会前橋病院 病児・病後児保育施設「おひさまの家」 

・また、現状では施設を利用するための手続が煩雑であることから、より利用しやすい制度へ
と改善する必要がある。 

２．手段（事業展開）  
・医療機関が集積する本市の特徴を活かし、病児・病後児保育の実施施設数拡充を図り、親が
子どもを安心して預けながら働ける環境を整備する。 

・また、施設を利用するための手続を簡素化するなど、支援を必要とする人が不自由なく利用
できる制度へと改善する。 

３．将来構想  
・市内中心部および東西南北にﾊﾞﾗﾝｽよく配置することで、市民誰もが支援を受けられる体制
を整備する。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・市内医療機関等との連携 
（現在、市の西部にあり、市の東部や北部に在住している人は利用しづらい） 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・事業の検討 ・関係機関との調整 
（ﾆｰｽﾞ・実施団体調査） 

・関係機関との調整 
・30年度に市南部に設置 

●重要業績指標（KPI） 

 市内東西南北に４か所以上設置（各施設定員４名以上） 
現状値 １か所 H31年度 4か所以上 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 
 
 
 
 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 福祉部 

前橋市「病児・病後児保育事業」が平成 25年 11月より開始され、
済生会前橋病院病児・病後児保育施設『おひさまの家』が病院敷地
内にオープン。 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (2)夫婦間の出生数の減少 
施策 ④２人目の壁打破 
事業 No. 11 放課後児童ｸﾗﾌﾞの拡充 

１．目的  
・主に、共働き家庭において、子どもを保育園から小学校に上がる際、子どもを預かってもら
える方法がないことから就労を諦める「小 1の壁」が問題となっている。 

・放課後児童ｸﾗﾌﾞでは、両親の共働きなどにより、小学校が終わって児童が家に帰っても面倒
をみてくれる人がいない家庭に代わり、専任の支援員が放課後等の生活や遊びの場を提供し
ている。 

・現在、市内５７か所で運営しているが、特に児童数の多い学校区では放課後児童ｸﾗﾌﾞ利用希
望が高い傾向にあり、施設不足の傾向にある。 

 
２．手段（事業展開）  
・児童数が増加している学校区などを勘案し、小学校区ごとに放課後児童ｸﾗﾌﾞを整備する。 

 
３．将来構想  
・放課後児童ｸﾗﾌﾞの実施施設及び入所児童数の拡充を図り、親が子どもを安心して預けながら
働ける環境を整備する。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・放課後児童ｸﾗﾌﾞは、地域の代表者等による地域運営委員会、社会福祉法人、学校法人、NPO
法人により運営が行われていることから、それら関係機関との更なる連携が求められる。 

・加えて、民間事業者による新規設置を促進する。 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・関係機関との調整 ・拡充検討・実施 ・拡充検討・実施 

●重要業績指標（KPI） 

 放課後児童ｸﾗﾌﾞの設置数、利用者数 
現状値 57か所 

2,874人 
H31年度 71か所 

3,721人 

●参考ﾃﾞｰﾀ 
 
 
 
 
 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 福祉部 

放課後児童ｸﾗﾌﾞの充実に向けた計画 

 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

児童ｸﾗﾌﾞ利用希望者（人）  3,968 3,909 3,852 3,772 3,721 

児童ｸﾗﾌﾞ利用可能者（人）  2,874 3,054 3,314 3,534 3,721 

設置目標クラブ数 57 59 63 67 71 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (2)夫婦間の出生数の減少 
施策 ④２人目の壁打破 
事業 No. 12 地域における子育て支援の充実 

１．目的  
・市内における３歳未満児の約７割は家庭で子育てをしているが、核家族化の進展や地域に 
おけるつながりの希薄化により、孤独感や不安、それに伴う負担を感じる親も多い。 

 ・本市には、子育て中の親子が集い、子育ての不安や悩みを相談したりできる場として、地域
子育て拠点事業や元気保育園子育て応援事業のほか、児童館、公民館における家庭教育学級
や子育てひろばなど各地域で多くの場がある。 

・こうした各地域の子育て支援拠点を充実させることで、子育て世代が気軽に交流できる環境
を整えることが求められている。 

２．手段（事業展開）  
子育て支援拠点の充実 
 ・主に「元気保育園子育て応援事業」を実施する保育所・保育園などを中心に、児童が遊ぶ

ための遊具を購入・補助し、活動の充実を図る。 
・外遊びや木を使ったおもちゃ遊びなど乳幼児期から木や土など前橋の自然にふれる機会を
もつ（木育など）を推進する。 

３．将来構想  
・子育て中の親子が地域で安全で楽しく遊べる場や親同士のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの機会を増やすことで、
親の子育てに対する安心感を高めるとともに、子どもの健全育成を目指す。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・前橋市私立保育園長連絡協議会、ＮＰＯ（まえばし保育ﾈｯﾄﾜｰｸ、子育て支援団体、木育推進
団体）、企業（木材・造園ほか）等との連携 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・関係機関との調整 ・公立保育園などへの遊具充実 
・主に私立保育園における木育関
連事業の検討 

・地域子育て支援拠点事業等と 
連携した事業の充実 

・木育関連事業の実施 

●重要業績指標（KPI） 

 利用者アンケートによる満足度（4段階中上位２位の割合） 
現状値 ― H31年度 80％ 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 福祉部 
 政策部  

子育て支援拠点における活動風景 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (2)夫婦間の出生数の減少 
施策 ④２人目の壁打破 
事業 No. 13 近居・三世代同居支援 

１．目的  
・結婚・出産・子育てに関する市民意識調査によれば、結婚している世帯の両親（配偶者の両
親を含む）が近居・同居の場合、子どもの数は増える傾向にある。 

・「親に孫の成長を見せられる」、「子どもの緊急時にも安心できる」、「親の家事や介助を支援
できる」など、距離が近いことによって、日常的に親と子が相互に助け合うことを可能する
近居・三世代同居を推進し、子育てと仕事の両立を支援することが求められている。 

２．手段（事業展開）  
 ・空き家を活用した近居・同居支援事業（住宅取得・ﾘﾌｫｰﾑ補助） 
 ・新たな支援制度の検討・実施 
３．将来構想  
 ・「結婚・出産」、「住宅購入」、「子供の進学」などを契機に、近居・三世代同居を希望する世

帯への支援を充実させ、安心して子育てと仕事が両立できる環境をつくる。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・民間住宅事業者や金融機関等と連携した住み替え支援 
・移住・定住や二地域居住の推進と連動した支援制度の検討 等 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・空き家を活用した近居・同居支援 
（住宅取得・ﾘﾌｫｰﾑ補助） 

・空き家を活用した近居・同居支援 
（住宅取得・ﾘﾌｫｰﾑ補助） 
・新たな支援制度の検討・実施 

・左記事業のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ 

●重要業績指標（KPI） 

新たな支援制度の創設（累計） 
現状値 ０件 H31年度 １件以上 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 空き家を活用した近居・同居支援 
  
 
 
 
 
 

●主な連動事業 
No34  

地域づくりﾈｯﾄﾜｰｸを核と 

した「家族移住」の推進 

●主担当部 
 建設部 
政策部 

 

14.1 

8.6 

32.6 

32.8 

41.4 

46 

10.8 

11.5 

1.1 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

別居・その他 

同居・近居 

0人 1人 2人 3人 4人以上 無回答 

●参考ﾃﾞｰﾀ：親が｢近居・同居｣の場合と｢別居｣の場合の子どもの数 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (2)夫婦間の出生数の減少 
施策 ④２人目の壁打破 
事業 No. 14 社会全体で子育てを応援する風土づくり 

１．目的  
・市民ｱﾝｹｰﾄにおいて、｢少子化に歯止めをかけるために前橋市が行うべき取組｣を尋ねたとこ
ろ、最も多い回答は「子育てと仕事が両立できる職場環境整備」(58.3%)であった。 

・「長時間労働の是正」、「ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽの推進」、「男性の育児参加促進」など、子育てと仕事が
両立できる職場環境の整備に向けた取り組みは多岐に渡るが、その前段にあるべきものは、
「社会全体で子育てを応援する風土づくり」である。 

・子どもの価値を社会全体で共有し、子育て家庭への安心感、育児が新しいｷｬﾘｱになるという
価値の創出、地域で子育てを支える機運の醸成などが求められている。 

２．手段（事業展開）  
・10 年後の 2025 年に、前橋市が「子育て家庭が選ぶまち」として市内外に認識されること
を目指し、子育てに関する本市の将来ﾋﾞｼﾞｮﾝを提言・実行する。 

３．将来構想  
 ・将来ﾋﾞｼﾞｮﾝの提言に基づく改善ｱｸｼｮﾝが市民（企業・地域・個人等）に波及し、社会全体で

子育てを応援する風土が醸成される。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・将来ﾋﾞｼﾞｮﾝの提言に向けたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟへの参画 
 ・将来ﾋﾞｼﾞｮﾝの提言に基づく改善ｱｸｼｮﾝの実行（企業、地域、個人等） 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・市民意識調査の実施 ・市民や企業と協働したﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
・子育て支援制度の再構築 
・企業、NPO等が実施する機運の 
醸成に向けた活動支援 

・将来ﾋﾞｼﾞｮﾝの提言 

・改善ｱｸｼｮﾝの市内への波及 

●重要業績指標（KPI） 

安心して子どもを生み、育てられる環境が整っていると感じる市民の割合 
現状値（H26年度） 58.3 ％ H31年度 70 % 
●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 政策部 
 福祉部 

企業 

保護者 

保育園 
幼稚園 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

ア
ン
ケ
ー
ト 

社会全体で 
子育てを応援する 
風土づくり 
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基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (2)夫婦間の出生数の減少 
施策 ⑤子どもの育ちを支える教育 
事業 No. 15 地域でいきいき学びの場 

１．目的  
・核家族化の進展や共働き世帯の増加等に伴い、小中学生の放課後・休日における安全な居場
所づくりや有意義な時間づくりが求められている。 

・また、子どもたちの育ちを支えるためには、様々な体験活動をとおして、人間性・社会性を
高めていくことが大切であり、地域の中で地域の方々と一緒に活動することが必要である。 

２．手段（事業展開）  
・本市では、生活保護世帯の中学生を対象とした学習支援事業を行っている。この事業を拡充
し、市内の全ての小中学生を対象に、地域の公民館等において、教員ＯＢや地域住民、学生
等による支援のもと、平日は学習活動、休日は地域に根ざす体験的活動やふるさと学習を実
施する。 

３．将来構想  
・地域における学習活動や体験活動を通して、小中学生の社会生活の基礎知識や人との関わり
などの社会性や人間性を育む。 

・地域をあげて家庭や学校との連携を深めることで、地域ｺﾐｭﾆﾃｨの活性化にもつなげていく。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・退職校長会や地域で活動する様々な団体との連携により、各会場の指導者やｻﾎﾟｰﾀｰ等の 

人材確保や指導体制づくりを進めていく必要がある。 
 ・学校支援センターや大学を通じてボランティア人材の確保を図る。 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

 ・中学生への学習支援 
（平日週２回程度/２時間） 
・小中学生への地域体験活動支援 
（休日のうち月１回程度） 

・左記事業のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ 

●重要業績指標（KPI） 

参加者ｱﾝｹｰﾄ「自分の力が伸ばせたか」の項目が、４段階中上位２位の割合 
現状値（H26） ― H31年度 80 % 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 
 
 
 
 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 教育委員会事務局 

 
 

27



基本目標 1若者(18-34歳、特に女性)の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
優先課題 (2)夫婦間の出生数の減少 
施策 ⑤子どもの育ちを支える教育 
事業 No. 16 赤城山ろく里山学校 

１．目的  
・本市は多くの自然や文化に恵まれているが、子ども時代にそれらに触れて学ぶ経験がなけれ
ば、｢ふるさとが前橋で良かった｣、｢将来的には前橋に戻って自分の子どもも前橋で教育を
受けさせたい｣といった、ふるさとへの愛情を育むことはできない。 

・子どもたちが、｢地域を知り、地域の人と関わって、ふるさとが好きになる｣機会を創出する
など、ふるさと教育を推進することが重要である。 

２．手段（事業展開）  
・市内在住の幼児や小学生を対象に、赤城山ろくの豊かな自然や文化を活かした里山体験活動
を実施する。 
(大胡地区) 小学校での星空観察、地域産業の体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 等 
(宮城地区) 阿久沢家住宅での昔の生活体験活動、農業体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 等 
(粕川地区)  粕川冒険ﾗﾝﾄﾞでの自然体験、地域人材を指導者とするｸﾗﾌﾄ・棚田学習 等 
(富士見地区）少年自然の家でのふれあいｷｬﾝﾌﾟ、特産品収穫体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 等 

３．将来構想  
・里山体験活動を通じて、学校や家庭のみならず、地域全体で子どもを育てる体制づくりを推
進するとともに、様々な子ども同士の交流等を通して、ふるさとに誇りと愛着を持つ子ども
を増やす。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・趣旨に賛同する新たな事業者や NPO等との連携・協力 
  （参考）現在の連携先 

｢大胡地区学校支援連絡会｣｢阿久沢家住宅を守る会｣｢木の実幼稚園｣｢国立赤城青少年交流の家｣等 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・事業内容の検討 ・赤城山ろく地域の幼児や小学生
を対象とする先行実施 

・全市域の幼児や小学生を対象と
する本格実施（段階的な拡大） 

●重要業績指標（KPI） 

参加者ｱﾝｹｰﾄ「体験を通して、地域の良さを感じたか」の項目が、４段階中上位２位の割合 
現状値（H26） ― H31年度 80 % 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 
 
 
 
 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 教育委員会事務局 

大胡地区でのﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ 粕川冒険ﾗﾝﾄﾞでの自然体験 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑤子どもの育ちを支える教育 
事業 No. 17 少人数学級の推進 

１．目的  
・群馬県の施策により、現在の小中学生の学級編成は、小学１・２年生は 30 人学級、３・４
年生は 35人学級、５・６年生は 40人学級、中学１年生は 35人学級となっている。 

・現行制度では、例えば、小学３・４年生で 40 人の児童がいる学年では、５年生になったと
き１クラスになってしまう。 

・この環境の変化が、児童・教師双方にもたらす影響は決して小さくないことから、少人数学
級の継続が求められている。 

２．手段（事業展開）  
・小学５・６年の単学級（一学年一学級）を対象に、平成 27 年度から 35 人学級編制を実施
する。以降は、成果を検証しながら、さらなる少人数学級編制の実施を検討する。 

３．将来構想  
 ・少人数学級編制を実施することにより、児童一人一人の実態をきめ細かく把握し、個々に応

じた効果的な指導や基礎基本の徹底を図るとともに、教師の学級運営に関連する事務負担を
軽減し、教師が子供たちと向き合う時間を確保する。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・学校支援センターと連携し、授業に地域人材を生かす。 
・地域行事への参加や交流活動の推進を図り、地域と一体となった学校づくりを目指す。 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・小学５・６年の 40 人学級のう
ち単学級を 35 人学級編成（５
校） 

・小学５・６年の 40 人学級のう
ち単学級を 35 人学級編成（9
校予定） 

・少人数学級の成果を検証 

・小学５・６年の 40 人学級のう
ち単学級を 35人学級編成 

・少人数学級の成果を検証 

●重要業績指標（KPI） 

 対象学校の教員ｱﾝｹｰﾄ｢子どもと向き合う時間が増えたか｣の項目が、４段階中上位２位の割合 
現状値 ― H31年度 80％ 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 
 
 
 
 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 教育委員会事務局 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑤子どもの育ちを支える教育 
事業 No. 18 ICT教育の推進 

１．目的  
・市内各小中特別支援学校には、およそ 5,000台の授業用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀが接続されているが、ﾈｯﾄﾜ
ｰｸ機器が古いため、故障や性能不足によって使用できないものが多い。 

・老朽化した機器を更新するとともに、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末等を活用した情報教育の充実を図ることに
よって、教育の情報化・効率化を進めていく。 

２．手段（事業展開）  
・教室の ICT環境の充実 
市内全ての普通教室に、教師用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末や実物投影機等を整備し、ICT機器を効果的に活
用した授業を展開する。 

・校内 LANの無線化 
各学校の校内 LAN を有線 LAN から無線 LAN へ拡張することで、校内の教室でもﾀﾌﾞﾚｯﾄ端
末を活用することができる。 

３．将来構想  
 ・児童生徒一人一人の能力や特性に応じて情報を収集・整理し、お互いに教え・学び合うこと

により興味・関心を高め、思わず身を乗り出す授業の実現に向けて ICTを活用した教育を推
進する。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末の活用促進に向けた民間企業との教材連携 
・災害時における地域での活用 
避難所となる各小中学校体育館に無線 LAN ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄを設置し、災害時には地域住民が自由
に利用できるようにする 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・２校のﾓﾃﾞﾙ校（小学校・中学校）
に無線 LANを整備 

・市内全ての小中学校に無線 LAN
を敷設し、ICT機器の整備 

・ICT機器を活用した情報教育の
充実 

●重要業績指標（KPI） 

 対象学校の教員ｱﾝｹｰﾄ「教室の ICT環境が充実したことで、“思わず身を乗り出す授業”が実現で
きたか」の項目が、４段階中上位２位の割合 

現状値 ― H31年度 80％ 
●事業ｲﾒｰｼﾞ ●主な連動事業 

 

●主担当部 
 教育委員会事務局  

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末 
 

授業風景 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑥市内高等教育機関の魅力向上 
事業 No. 19 大学等の活性化 

１．目的  
・本市は大学・短大（高専を含む）が 8校、専修学校・各種学校が 38校と高等教育機関に恵
まれた環境にある。しかし高校生へのｱﾝｹｰﾄ調査では、進学希望者のうち 83.4％が市外を希
望しており、市内進学希望は 14.5％と低い水準にある 

・その理由として、「希望する学部がないから（52.2％）」、「就職に有利な学校に進学したいか
ら（34.5％）」が挙げられている。 

・多様な夢・希望を持った若者を広く受け入れる素地をつくり、大学自体の魅力を向上させて
いくことで、市内進学者を増やし、若者の流出を食い止める。またその魅力を全国に発信し
ていくことで、多くの若者を呼び込む。 

２．手段（事業展開）  
・大学、短大、専修学校各種学校との連携強化、連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやｶﾘｷｭﾗﾑの検討 
・高等教育機関の PR支援 
・先進教育機関の誘致検討 

３．将来構想  
 ・市内進学希望者が増えることで、若者流出が止まり、さらに市内企業などへ就職につなげる

ことで、若者の定着が図られる。 
 ・全国に魅力を発信することで、前橋の「前橋＝教育のまち、夢がかなうまち」というﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

ｲﾒｰｼﾞを向上・定着させる。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・大学、短大、専修学校各種学校との連携 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

 ・高等教育機関との連携強化 
・PR手法の検討 
・先進教育機関の誘致検討 

・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ実施 
・誘致に向けた取り組み実施 

●重要業績指標（KPI） 

 市内高等教育機関への進学希望率 
現状値 14.5％ H31年度 20％ 

●参考ﾃﾞｰﾀ 

   

●主な連動事業 ●主担当部  
政策部、教育委員会事務局 

 

14.5 21.9 23.0 38.5

1.5

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

＜市外＞ 
 83.4％ 

「希望進路先の所在地」 

＜市内＞  
14.5％ 

県内 
＜本市を除く＞ 

東京都内 県外 
＜東京都を除く＞ 

「市外に進学したい理由」 

理 由 割 合 

市内の大学等には志望する 
学部がないから 52.2％ 

将来の就職に有利な学校に 
進学したいから 34.5％ 

新しい土地で自分の可能性を 
広めたいから 24.6％ 

可能な限り難関の学校に進学 
したいから 17.8％ 

実家を離れたいから 14.9％ 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑦市内大学生等の定着 
事業 No. 20 学生の定着促進 

１．目的  
・市内大学生等へのｱﾝｹｰﾄ調査によれば、就職先に市外を希望する学生が 78.3％と多くなって
いる。要因の一つには、学生が市内企業について知る機会が少ないことが考えられることか
ら、学生と企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞの機会を増やすことや、大学・企業・行政が一体となって、人材
の育成を図っていくことが必要である。 

 
２．手段（事業展開）  
・市内COC⁺大学である共愛学園前橋国際大学を中心とする産学官民ｺﾝｿｰｼｱﾑによる、市内企業
への長期ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟや学生による地域課題解決型学習を支援する。 

 
３．将来構想  
・学生が大学内にとどまるのでなく、地元企業と積極的に関わることによって、地域を知り、
地域への愛着を育み、卒業後の地元就職や定着が図られる。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・産学官民によるｺﾝｿｰｼｱﾑの形成 
・市内民間事業者のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受け入れ協力 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・産学官民ｺﾝｿｰｼｱﾑの形成 ・各種ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施 
（長期ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、地域課題解決型学習等）  

・左記事業のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ 

●重要業績指標（KPI） 

 COC⁺事業に基づく市内ｲﾝﾀｰﾝ実施企業数 
現状値 2社 H31年度 5社 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 
 
 
 
 
 

●主な連動事業 
No.3  ｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰまえばし 

No.19 大学等の活性化 

No.23 市内企業の人材育成支援 

●主担当部 
 政策部 
 産業経済部 
教育委員会事務局 

COC+大学を中心とした産学官民ｺﾝｿｰｼｱﾑｲﾒｰｼﾞ 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑦市内大学生等の定着 
事業 No. 21 ＵＩＪターンの奨励 

１．目的  
・大学等進学時及び就職時の市外転出により市内事業所へ就職する若者が減少している。一例
として、前橋工科大学から県内企業への就職者は 25％前後、うち市内企業への就職者は 14％
前後となっている。 

・こうした流れに歯止めをかけ、若者を地元に定着させる、また一度出て行った若者が地元に
戻ってきたいと思ってもらえるような取り組みが求められている。 

２．手段（事業展開）  
・UIJ ﾀｰﾝ者（市外から市内大学へ進学しそのまま市内企業に就職した人や、市外から転入し市
内企業へ就職した人）及びそれらを雇用した市内企業の双方に奨励金を交付することで、若
者の転入・定着を促進する契機の一つとする。 

・UIJ ﾀｰﾝ希望者は、ﾏｲﾅﾋﾞ等の大手就職ｻｲﾄから就職情報を入手しているが、登録料金が高価で
あるため中小企業の登録は難しく、また、独自の HP等が整備されていない事業所も多いこ
とから、就活者が前橋市の中小企業を知る機会がない。本奨励金を企業情報の PR や求人活
動に使っていただくことで、市内企業全体の PR力を上げていく。 

３．将来構想  
 ・UIJ ﾀｰﾝ希望者の市内企業への情報接触度を高め、地元就職の新たな流れを創出する。 
 ・群馬県（G ﾀｰﾝ倶楽部）との連携強化により、県外大学からの UIJ ﾀｰﾝ希望者へ市内企業の周

知を効果的に図る。 
 ・前橋市独自で市内企業の情報提供環境を整備し、UIJ ﾀｰﾝ希望者の就職活動における選択肢を

増やし、市内企業への就職を促進する。 
●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・市内高等教育機関（大学・専門学校等）との連携 
・市外高等教育機関（大学・専門学校等）への働きかけ 
・市内企業への周知と理解 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・調査研究、要項作成 ・制度の周知 
・事業実施、ｱﾝｹｰﾄ調査 

・左記事業のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ 

●重要業績指標（KPI） 

 奨励金により新たな企業 PRや求人活動を実施した企業数（累計） 
現状値 0社 H31年度 70社 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 産業経済部  

 東京圏 

UIJ ﾀｰﾝ 

前橋 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑧ふるさと就職を促す魅力あるしごとづくり 
事業 No. 22 ベンチャーヘブンまえばしの実現 

１．目的  
・大学等進学時及び就職時に市外へ転出する傾向が強い一方で、「働き方」や「生き方｣が多様
化し、地元で働き、新しい事業に挑戦したいという若者が増えている。 

・こうした希望を後押しし、前橋発の魅力あるしごとを生み出す環境整備が求められている。 
２．手段（事業展開）  
・「前橋市創業ｾﾝﾀｰ」を中心に、各支援機関と連携した一元的な創業支援を実施する。 
 機能：ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ機能、ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ機能、ものづくりﾗﾎﾞ機能、交流・拠点機能 
 施設：ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｵﾌｨｽ（14室）、ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ（ﾃﾅﾝﾄ・厨房）、ものづくりﾗﾎﾞ（3Ｄﾌﾟﾘﾝﾀｰ、

工作機器等）、ｾﾐﾅｰ・ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ、会議室（2室） 
３．将来構想  
 ・若者や女性等の創業に対する機運が高まる中、「前橋市創業ｾﾝﾀｰ」を中心に各支援機関と連

携した一元的な創業支援によって、多くの創業者が産み出される「ﾍﾞﾝﾁｬｰﾍﾌﾞﾝまえばし」の
実現を目指す。 

 ・また、廃業を検討している者と新たに起業する者とのマッチングを図る事業承継支援につい
て、各支援機関との連携により充実し、更なる廃業率の改善と開業率の向上を目指す。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・創業機運の醸成を図るための民間事業者・各支援機関・学術機関等との連携 
・各支援機関との実効性ある連携に向け、従来からの連携（創業ﾈｯﾄﾜｰｸなど）の更なる発展 
・創業支援の一元化実現に向け、各支援機関との事業の共同実施や支援情報の集約・発信 等 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・「前橋市創業ｾﾝﾀｰ」の開設 ・入居者に対する創業の伴走支援 
・ｾﾐﾅｰ等の開催による新規創業者支援 
・各支援機関等との情報共有 等 

・伴走支援や新規創業者支援等に
よる創業ｻｲｸﾙの実現 

・各支援機関等との連携による 
支援窓口の一本化 

●重要業績指標（KPI） 

 年間 14名の創業実現（累計） ※年間 20名の創業者を支援し、うち７割の創業を目指す 
現状値 0人 H31年度 56人（H28～31） 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 
 
 
 
 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 産業経済部 

各種支援機構 

群馬県信用保証協会 

商工会議所等 

県中小企業診断士協会 

市民活動支援ｾﾝﾀｰ 

中心商店街協同組合 

前橋市企業支援ｾﾝﾀｰ 

市 

日本政策金融公庫 

県行政書士会 

関東信越税理士会 

県産業支援機構 

市内金融機関 

県社会保険労務士会 
創業センター 
・伴走支援 
・新規創業支援 
・相談窓口 等 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少  
施策 ⑧ふるさと就職を促す魅力あるしごとづくり 
事業 No. 23 市内企業の人材育成支援 

１．目的  
・市内産業が安定・成長するためには、既存企業の事業継続を円滑にするとともに、企業活動
の基礎となる人材の獲得・育成が極めて重要であるが、雇用者に占める非正規雇用率は高い
状況が続いている。 

・これまでにも、企業が実施する人材育成への支援や若者の市内企業への就職・定着に向けた
支援を実施してきたが、今後は、社会情勢や産業構造の変化を踏まえた産業人材の育成に注
力することはもとより、「農商工連携」「医工連携」「高度ものづくり」といった新たなﾆｰｽﾞ
に対応することが求められている。 

２．手段（事業展開）  
・市内企業・業界団体へのﾋｱﾘﾝｸﾞやｱﾝｹｰﾄ調査等を実施したうえで、本市の現状、事業承継に
資する後継者養成や新たなﾆｰｽﾞに対応した産業人材の獲得・育成支援を検討・実施する。 

３．将来構想  
 ・成長が見込める産業分野を推進する人材、企業（経営者）が求める人材、ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ人材、

企業 OB、留学生や外国人など、多様な人材が市内企業で活躍する。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・市内企業における産業人材に関する課題や問題等を把握するため、市内企業の実態調査や 
情報交換など、企業との連携を深めていく必要がある。 

・多様化する働き手側のﾆｰｽﾞを把握するため、ﾊﾛｰﾜｰｸをはじめ、県や関係機関との連携を深め
ていく必要がある。 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・事業の検討 ・人材育成施策に関する調査 
・労働側のﾆｰｽﾞ把握 等 

・人材育成支援の市内企業への波及 

●重要業績指標（KPI） 

 人材育成支援制度を利用した事業所数（単年度） 
現状値 34社（H26実績） H31年度 70社 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 
 
 
 
 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 産業経済部 

 

企 業 

情報 

情報 

情報 

情報 

 

働き手 

関係 
機関 

県 

人材育成 
施策調査 

新たな 
人材育成 
施策 

 市内企業の 
競争力向上 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑧ふるさと就職を促す魅力あるしごとづくり 
事業 No. 24 本社機能・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能誘致 

１．目的  
・東京をはじめとする三大都市圏に企業の本社等の立地が集中していることから、地方で働き
たいと思う若者の受け皿となる良質な雇用の場が不足している状況にある。 

・地方において良質な雇用の場を生み出すためには、三大都市圏以外の地域において、魅力あ
る事業環境を整備することが重要であり、東京に過度に集中している企業の本社機能等を誘
致し、就業機会の創出及び経済基盤の強化を図ることが求められている。 

２．手段（事業展開）  
・本市の立地・防災の強みを活かしたﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ拠点として、東京圏企業の本社または一部機能
や研究・研修所等の移転やﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ等のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能の移転誘致を推進する。 

３．将来構想  
 ・三大都市圏からの本社または一部機能等の移転を、本市における就業機会の創出及び経済基

盤の強化につなげる。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・本社機能の移転及びそれを誘因とする地域経済の活性化は、単独の市町村で完結しないこと
から、群馬県と連携が重要である。 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・群馬県と共同で、移転促進策等
を記載した地域再生計画策定 

・企業等への制度周知 
・計画の実施 等 

・企業等への制度周知 
・計画の実施 等 

●重要業績指標（KPI） 

 東京圏企業の本社または一部機能等の新たな移転（累計） 
現状値 0社 H31年度 ２社 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 産業経済部 

 

地方活力向上地域 
（移転型事業区域） 

拡充型事業区域 

○中小企業基盤整備機構による債務保証 
○施設新増設に関する課税の特例 
（オフィス減税） 

○従業員雇用の場合の課税の特例 
（雇用促進税制） 

前橋市域 

○地方税の不均一課税 
（必要に応じて固定資産税を 
不均一課税：市の優遇制度） 

本社機能の移転等 
（県と連携して推進） 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑧ふるさと就職を促す魅力あるしごとづくり 
事業 No. 25 農商工連携による就職支援 

１．目的  
・本市における 65歳以上の農業就業人口割合は 64.0％を占めるなど、農業の高齢化は顕著で
あり、新たな担い手の確保は喫緊の課題である。 

・今後、農業分野において若者の雇用を増やしていくためには、従来の農学系の学生に留まら
ず、首都圏をはじめ農業分野に関心をもつ一般大学生等へのｱﾋﾟｰﾙが必要である。従来の商
業・工業分野に加え、農業分野も合わせた就職支援を実施することが求められている。 

２．手段（事業展開）  
・ｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰまえばしと連携した若者の就農支援 
 市内外及び首都圏の大学・専門学校等への就農情報の提供や、雇用先となる農業法人等との
ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援を実施する。 

・群馬県や農業会議等と連携した就農等相談会の実施 
・農林大学校、中央農業ｸﾞﾘｰﾝ専門学校など農業関係学校等との情報交換を通じた就農希望者
及び雇用就農希望者への支援 

３．将来構想  
 ・本市の強みである「農業」が、若者の職業選択の一つになるとともに、就職の受け皿となる

農業法人等と連携した就農支援が実現する。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・ﾊﾛｰﾜｰｸ前橋を含む「ｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰまえばし」との連携 
・官民が実施する就職ｲﾍﾞﾝﾄとの連携 
・就職の受け皿となる農業法人等との連携 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・県と連携した就農相談の実施 
・農業法人等に対する支援事業の周知 
・雇用就農者の把握 

・県と連携した就農相談の実施 
・農業法人等に対する支援事業の周知 
・就職フェア等への参加 

・県と連携した就農相談の実施 
・農業法人等に対する支援事業の周知 
・就職フェア等への参加 

●重要業績指標（KPI） 

 雇用就農者の人数（単年度） 
現状値 35人 H31年度 45人 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 
 

※調整中 
 
 
               

●主な連動事業 
No.3「ｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰまえばし」による包括的就職支援  

No.26農業の新規参入支援 

●主担当部 
 農業委員会事務局 
農政部 
産業経済部 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑧ふるさと就職を促す魅力あるしごとづくり 
事業 No. 26 農業の新規参入支援 

１．目的  
・農業従事者の高齢化や担い手不足等により、遊休農地が増えている。 
・今後は、新たな担い手として、新規就農者（個人）を増やすとともに、地域と調和した企業
等の農業参入を促進することが求められている。 

２．手段（事業展開）  
・群馬県や農業公社等と連携した新規就農者支援 
・雇用就農者を受け入れられる企業等の参入支援 
・企業誘致ｲﾍﾞﾝﾄへの参加（ｱｸﾞﾛｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・農業参入ﾌｪｱ等） 
・農地中間管理機構へ農地の借り手として応募する新規参入者・企業等に対して、審査と並行
して、貸し手希望農地のﾏｯﾁﾝｸﾞを実施 

３．将来構想  
 ・若者の新規就農希望や雇用就農者の受け皿となる企業の参入を支援することで、担い手不足

を解決するとともに、本市の強みである「農業」をさらに発展させていく。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・新規参入者及び企業参入相談に対する支援体制整備 
（群馬県農政課・中部農業事務所・農業公社、農業会議、日本政策金融公庫等との連携） 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・企業誘致ｲﾍﾞﾝﾄへの参加 
（ｱｸﾞﾛ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 2015／東京） 
・県や農業公社等と連携した 
新規就農、企業参入相談 

・企業誘致ｲﾍﾞﾝﾄへの参加 
（ｱｸﾞﾛ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・農業参入ﾌｪｱ／東京） 
・県や農業公社等と連携した 
新規就農、企業参入相談 

・中間管理事業を通じた農地のﾏｯﾁﾝｸﾞ  
・法改正による企業参入要件緩和の周知 

・企業誘致ｲﾍﾞﾝﾄへの参加 
（ｱｸﾞﾛ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・農業参入ﾌｪｱ／東京） 
・県や農業公社等と連携した 
新規就農、企業参入相談 

・中間管理事業を通じた農地のﾏｯﾁﾝｸﾞ  

●重要業績指標（KPI） 

 新規参入者等数（①新規参入者数、②企業参入数） 

現状値 
①１件 
②１件 

H31年度 
①３件 
②２件 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 
 
 

※調整中 

●主な連動事業 
No.25農商工連携による就職支援 

●主担当部 
 農業委員会事務局 
農政部 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑧ふるさと就職を促す魅力あるしごとづくり 
事業 No. 27 エネルギーの地産地消（小規模分散型エネルギーの推進） 

１．目的  
・本市は畜産が盛んな農業都市であり、家畜の排泄糞尿も多く、また、山林資源にも恵まれて
おり未利用のﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰの賦存量が多い。 

・こうした未利用ｴﾈﾙｷﾞｰを活用し、地域ｴﾈﾙｷﾞｰ産業を立ち上げることで、雇用を創出し、地域
経済の好循環を促す。 

２．手段（事業展開）  
・道の駅、市庁舎周辺など「市内対象ｴﾘｱ」でのｴﾈﾙｷﾞｰ需要に対し、地域ﾊﾞｲｵﾏｽ資源を電熱供
給し需給ﾊﾞﾗﾝｽを実現させるため、資源のｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ計画、分散型ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾝﾌﾗ計画、地域 PPS
の導入ならびにｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの導入について検討する。 

・その他ﾊﾞｲｵﾏｽ（食品残さ、剪定枝）の地域資源も活用しながら、地産ｴﾈﾙｷﾞｰ源の多様化を検
討し、持続的なｴﾈﾙｷﾞｰの地産地消ﾓﾃﾞﾙを創造する 

３．将来構想  
 ・ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰにより、環境負荷の低い低炭素社会の実現を目指す。 
 ・ｴﾈﾙｷﾞｰの地産地消化に取り組むことで、資金の県外・国外流出を防ぎ、地域経済の好循環を

促し、新たな雇用の創出や経済活性化につなげる 
 ・災害時でも安定的な電力供給が可能なｴﾈﾙｷﾞｰ自立都市を目指す。 
●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・本事業におけるｴﾈﾙｷﾞｰ供給源の核となる木質及び畜産ﾊﾞｲｵﾏｽ発電事業を実現するためには、
事業主体となる民間事業者、農林業者、地元金融機関などの事業参画が不可欠である。 

・地域 PPSやｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの導入においても、多くの関係者の連携が重要であり、それ
ぞれが担うべき役割を整理するなかで、事業への参画ﾒﾘｯﾄを明確に示し、広く情報発信する
ことで民間事業者などの積極的な参画を促したい。 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・小規模分散型ｴﾈﾙｷﾞｰ導入可能性
調査の実施（総務省委託事業） 

・可能性調査に基づき、事業実施
へ向けた検討 

・各事業の実施 

●重要業績指標（KPI） 

 小規模分散型ｴﾈﾙｷﾞｰの導入件数 
現状値 ０件 H31年度 ３件 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 環境部 
政策部 
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基本目標 2若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑨交流人口の増加 
事業 No.28 魅力の発信拠点となる新たな「道の駅」 

１．目的  
・平成 28年度の国道 17号上武道路の全線開通を契機として、「道の駅」を整備し、新たな人
の流れを本市に呼び込む。 

・散在する集客ｽﾎﾟｯﾄ（潜在的な地域資源）をﾈｯﾄﾜｰｸ化することにより、地域の新たな魅力を
創出、発信する。 

２．手段（事業展開）  
 ・公民連携での事業実施により、施設整備・運営を効率化 
・「観光振興」、「農業振興」及び「ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ」などの機能を導入 

 ・地域の伝統行事や市民のｿｰｼｬﾙｱｸｼｮﾝを実行できる場の整備と仕組みを構築 
３．将来構想  
 ・来訪者が、地域資源を体験、体感することにより、本市の認知度が向上する 
 ・市内利用者が地域資源（魅力）を再認識することにより、ｼﾋﾞｯｸﾌﾟﾗｲﾄﾞを醸成する 
 ・道の駅を核とした共創（民間協働）の取り組みと地域の参画が交流人口増加に繋がり、「地

域経済の好循環」として波及する 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・導入機能などについて、商業、物流、観光、農業、ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ、金融、教育機関の有識者及び

市民代表の委員で構成する「道の駅設置検討協議会」や、地域との対話により検討を進める。 
 ・整備・運営手法では、公民連携による民間活力導入の可能性を探る 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・基本計画の策定（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査、
事業者参入可能性調査等） 

・導入施設の選定、整備・運営  
手法の選定等 

・設計（基本設計・実施設計） 
・用地買収、工事 

●重要業績指標（KPI） 

 民間活力導入件数 
現状値 ０件 H31年度 １件以上 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 政策部 

 
臨江閣

赤城山

温泉

ばら園

観光資源

北関東道

国道17号
上武道路

関越道

上信越道

道の駅

前橋市

東京へ約90km

名古屋へ約400km
大阪へ約550km

新潟へ約200km

仙台へ約330km
茨城空港へ約160km駒寄ｽﾏｰﾄIC

広域連携
地域連携

防災・復旧

観光振興

魅力向上
ブランド力向上

交流人口増加

地域経済好循環

移住・
定住促進
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基本目標 2若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑨交流人口の増加 
事業 No.29 赤城山ツーリズム 

１．目的  
・赤城山周辺には豊かな自然環境に加え、観光農園や農産物直売所など体験型・農業系観光資
源が点在している。 

・こうした観光資源を活かし、さらに新たな魅力を発掘することで交流人口の増加を目指す。 
 
２．手段（事業展開）  
 ・ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑやｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑなどを「赤城山ﾂｰﾘｽﾞﾑ」としてﾊﾟｯｹｰｼﾞ化し、魅力を PRする。 
 ・赤城山ﾂｰﾘｽﾞﾑをﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄする組織（DMO等）の設立 
 ・赤城山山頂ﾚｼﾞｬｰへの新規事業者参入の促進 
 
３．将来構想  
・赤城山ﾂｰﾘｽﾞﾑの推進により交流人口を増加させ、観光分野のみならず、農業など関連分野を
含めた地域の活性化を図るとともに、就業人口の増加にもつなげていく。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・本市における観光のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞやﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ等を行うことにより観光地域づくりを進める組織 
（ＤＭＯ的組織）の立ち上げを支援し、民間事業者や関係団体と連携して地域の活性化を図る 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑﾓﾆﾀｰﾂｱｰの実施 ・赤城山ﾂｰﾘｽﾞﾑのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑづくり 
とﾓﾆﾀｰﾂｱｰの実施 

・赤城山ﾂｰﾘｽﾞﾑを推進し、地域を 
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄする組織（DMO等）の
設置を検討 

・赤城山山頂ﾚｼﾞｬｰへの 
新規事業者参入検討 

・赤城山ﾂｰﾘｽﾞﾑをﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄする 
組織（DMO等）の設立 

・赤城山山頂ﾚｼﾞｬｰへの 
新規事業者参入の促進 

●重要業績指標（KPI） 

 赤城山ﾂｰﾘｽﾞﾑを通じた交流人口数 
現状値 160人 H31年度 250人 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 文化ｽﾎﾟｰﾂ観光部 

 

地域 

農業 

教育 

環境 文化 

健康 

市 

都
市
住
民 組

織 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

観光資源 
としての利活用 

ニーズ 

提 供 

さまざま資源 

連
携 

支
援 
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基本目標 2若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑨交流人口の増加 
事業 No. 30 前橋スポーツコミッション（オリンピック関連誘致） 

１．目的  
・これまで開催されてきたｽﾎﾟｰﾂ大会は、各競技団体などが中心となって運営を行うことが多
く、交流人口の増加や経済活性化などの面を意識した対応が行えていない状況にあった。 

・ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｯｼｮﾝの体制を整備し、運営支援等を一元的に行うなど官民連携で事業を実施するこ
とで、広報手段やそのﾉｳﾊｳを充実させ、観光客の拡大や本市の経済活性化に寄与すること目
指す。 

２．手段（事業展開）  
 ・前橋スポーツｺﾐｯｼｮﾝの設立（H27年度） 
・市内及び周辺にあるｽﾎﾟｰﾂ資源や観光資源の活用 
・ﾌﾟﾛ、ｱﾏを問わず、様々な選手が参加するｽﾎﾟｰﾂ大会等の誘致 
・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟや東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｷｬﾝﾌﾟ地の誘致 

３．将来構想  
・ﾌﾟﾛ、ｱﾏを問わず、様々な大会を誘致することで、本市のｽﾎﾟｰﾂに関するｼﾃｨｾｰﾙｽや関連ﾏｰｹﾃｨ
ﾝｸﾞ活動をより効果的に展開する。 

・ｺﾐｯｼｮﾝ活動の活性化により、本市のｽﾎﾟｰﾂ市場の広がりを狙う。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・各競技団体や市内のスポーツ関連企業との連携が求められる 
 ・PR効果を最大限に発揮するため、ﾏｽｺﾐとの連携が欠かせない 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｯｼｮﾝ設立 
・大会誘致支援 
・観光連携、広報 PR 
・五輪キャンプ誘致 

・大会誘致支援 
・観光連携、広報 PR 
・五輪キャンプ誘致 

・大会誘致支援 
・観光連携、広報 PR 
・五輪キャンプ誘致 

●重要業績指標（KPI） 

 大規模大会の開催数及び参加人数 
現状値 － H31年度 12大会（10,000人）以上 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
  

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 文化ｽﾎﾟｰﾂ観光部 

 

大会・合宿誘致 
（ﾗｸﾞﾋﾞｰW杯・東京五輪） 観光連携 

スポーツ振興 

経済の活性化 

前橋スポーツコミッション 

観光客・交流人口の拡大 

広報ＰＲ 運営支援 
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基本目標 2若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑨交流人口の増加 
事業 No. 31 まちなか文化芸術・歴史空間の創生 

１．目的  
・人々のﾗｲﾌｽﾀｲﾙや価値観が多様化し、物質的な豊かさよりも精神的な豊かさを重視する人々
が増えている。 

・本市の歴史、文化・芸術を地域資源として戦略的に活用し、交流人口の増加や移住・定住の
促進につなげることが期待される。 

２．手段（事業展開）  
 ・中心市街地における文化芸術・歴史空間の創生 
 ・文化芸術施設（前橋文学館・ｱｰﾂ前橋・広瀬川美術館等）を中心とするまちなか回遊に向け

た仕掛けづくり 
・広瀬川河畔や萩原朔太郎の更なる活用（前橋文学館周辺への萩原朔太郎記念館の移築等） 
・まちなかに現存する歴史ある神社・寺院・教会の活用 

３．将来構想  
・中心市街地の代表的な観光スポットである前橋文学館・アーツ前橋・臨江閣を広瀬川河畔で
つなぎ、文化芸術と歴史を核に、歩いて楽しめるエリアとして面的整備を図り、まちなか回
遊や居住人口の増加を図る。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・文化芸術施設間はもとより、民間事業者や地域住民等と連携した文化芸術活動の推進 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・文学館ｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ設置 
・朔太郎記念館移築調査 

まちなか文化芸術・歴史空間の創生
・まちなか回遊に向けた仕掛けづくり 
・広瀬川河畔の活用検討 
・朔太郎記念館移築等工事 等 

まちなか文化芸術・歴史空間の創生  
・まちなか回遊に向けた仕掛けづくり 
・広瀬川河畔の活用 
・まちなかマップ等作成 等 

●重要業績指標（KPI） 

 ※調整中 
現状値  H31年度  

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 文化スポーツ観光部 

 

アーツ
前橋 広瀬川 

前橋 
文学館 

前橋
駅前 

歴
史 

文
化 

芸
術 
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基本目標 2若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑨交流人口の増加 
事業 No.32 留学生の定着促進 

１．目的  
・本市には、25か国 567人の外国人留学生が在住し、今後も一定数の在留が見込まれる。 
・留学生の半数は日本国内での就職を希望しているが、さまざまな問題から就職がかなわず、
希望者の約半数が帰国するなどしてあきらめている現状にある。 

・これら人材の定着・活用施策を講じることで、留学生の能力を生かし、外国人観光客の誘致
（ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ）や地域経済・社会への寄与を目的とする。 

２．手段（事業展開）  
・多言語化の推進、日本語学習支援、地域活動への参画促進 
・外国人観光客獲得に向けた協働事業の検討 
・前橋市国際交流協会、市内各種学校や学生ｼｪｱﾊｳｽ等との連携、事業検討 

 ・企業、学校との連携により「働く＋学べる（ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ）」導入の検討 
 ・留学生交流拠点整備事業ｺﾝｿｰｼｱﾑ協議会（群馬大学）とｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰまえばしとの連携により、 

企業と留学生を橋渡しする 
３．将来構想  
 ・外国人や留学生が就職・定着し、新たな地域経済・社会の担い手となり、その考えや能力を

まちづくりや観光の施策に生かしていく。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・留学生の地域への定着を図るためには、学校などのほか、経済団体、自治会、NPOなどの参
画が求められる 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・ｺﾝｿｰｼｱﾑ協議会への参加 
・各大学の留学生数調査 
・留学生交流事業調査 

・ｺﾝｿｰｼｱﾑ協議会への参加 
・NPO等との協議 
・留学生支援方法調査 

・ｺﾝｿｰｼｱﾑ協議会への参加 
・NPO等との協議 
・留学生支援方法調査 

●重要業績指標（KPI） 

市内留学生の数 
現状値 567人 H31年度 600人 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 

●主な連動事業 ●主担当部  
文化ｽﾎﾟｰﾂ観光部 

 

市 

ｺﾝｿｰｼｱﾑ 
協議会 

ジョブセンターまえばし（仮称） 

大学・短大・専門 
学校・語学学校など 留学生 企 業 橋渡し機能

の充実 
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基本目標 2若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑩移住・定住促進 
事業 No.33 地域づくりネットワークを核とした「家族移住」の促進 

１．目的  
・東京在住者の今後の移住に関する意向調査（国調査）によれば、東京在住者の４割が地方へ
の移住を検討している又は今後検討したいと考えている。特に、10～30 代女性は「結婚・
子育て」をきっかけとした「地元への U ﾀｰﾝ」を、30代男性は転職や退職などをきっかけと
した「ｽﾛｰﾗｲﾌ」を目的に移住を考える人が多いとされている。 

・一方で、出身地以外への地方への移住（I ﾀｰﾝ、J ﾀｰﾝ）を考える人の４割は、移住に関する情
報が十分でないと感じている。「何かを変えたい」という移住者のこの「何か」を的確に掴
むことを目的に、個々の移住希望者のﾗｲﾌｽﾀｲﾙに対応した、より暮らしや生活に直結する相
談・支援の実施が求められる。 

２．手段（事業展開）  
 ・環境、教育、福祉、防災など「暮らし」にﾌｫｰｶｽした情報の充実 
 ・移住相談会や移住先輩者によるｲﾍﾞﾝﾄ開催 
・地域づくりﾈｯﾄﾜｰｸや移住ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭを核としたきめ細かな相談・支援 

 ・一定期間実際に住んで体験してもらう「お試し移住」の検討・実施 
 ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚｲｽ（ニ地域居住）に対する支援の検討・実施 
３．将来構想  
 ・都市部と山間農村部が共存し多様なﾗｲﾌｽﾀｲﾙが実現可能である点に加えて、充実した医療・

教育・食環境など本市の強みを活かした積極的かつ適確なﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝを行い、「選ばれる都市」
を目指す。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・移住希望者のﾆｰｽﾞにきめ細かく対応するためには、自治会組織等の地域づくりﾈｯﾄﾜｰｸや、市

民や企業など民間ﾈｯﾄﾜｰｸをはじめとする「地域の連携・協力」が欠かせない 
 ・移住の前提となる「働き口」の確保については、産業界や金融機関等との連携が期待される 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・移住ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭの配置 
・県等主催の移住相談会への参加 

・移住情報の充実 
・地域づくりﾈｯﾄﾜｰｸを核とした 
きめ細かな相談・支援体制の構築 

・お試し移住の検討・実施 
・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚｲｽ（二地域居住）の検討・実施  

・左記事業のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ 

●重要業績指標（KPI） 

移住相談件数 
現状値 20件 H31年度 50件 

 
 
 
 

 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 政策部 

移住コンシェルジュ(手前右)による相談会 都市と農村の融合が本市の魅力の一つ 
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基本目標 2若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑩移住・定住促進 
事業 No. 34 スローシティ・スローライフの推進 

１．目的  
・「ｽﾛｰｼﾃｲ」運動とは、地方都市の生活・文化・歴史を再評価し、ｽﾛｰな生活と環境を尊重した
新たなまちづくりを進める取り組みである。 

・人々のﾗｲﾌｽﾀｲﾙや価値観が多様化し、物質的な豊かさよりも精神的な豊かさを重視する人々
が増えていることから、こうした理念に共感する人々の移住・定住をはじめ、新たなまちづ
くりの手法として活用することが期待されている。  

 
２．手段（事業展開）  
 ・ﾁｯﾀｽﾛｰ協会※と連携し、ｽﾛｰｼﾃｨ・ｽﾛｰﾗｲﾌを推進する。 

※ﾁｯﾀ･ｽﾛｰ（Citta Slow）とは、ｲﾀﾘｱ語でｽﾛｰｼﾃｨを意味する。ﾁｯﾀｽﾛｰ協会には、ｲﾀﾘｱ国内の 75 
都市のほか、全世界で 28か国（ｲﾀﾘｱ・ﾌﾗﾝｽ・ｲｷﾞﾘｽ・韓国・中国など）182の都市が加入 

・食のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化、地産地消の推進、ﾘｻｲｸﾙをはじめとする環境対策などを通じて、市民全体の
ｽﾛｰｼﾃｲへの意識向上を図る。 

 
３．将来構想  
 ・豊かな自然や地域固有の伝統文化など、本市の魅力を「ｽﾛｰｼﾃｨ・ｽﾛｰﾗｲﾌ」としてﾊﾟｯｹｰｼﾞ化 
  し、効果的に発信することで、都市ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの向上、交流人口の増加、移住・定住の促進等に

つなげていく。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・ﾁｯﾀｽﾛｰ協会（本部：ｲﾀﾘｱのｵﾙｳﾞｨｴｰﾄ市）との連絡調整 
 ・ﾁｯﾀｽﾛｰ協会の理念に賛同する、企業・大学などとの連携 
 ・国際社会への発信（国際交流団体との連携） 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・ﾁｯﾀｽﾛｰ協会への加盟 ・ﾁｯﾀｽﾛｰ協会と連絡調整 
・本市の指針（構想）の検討 

・ﾁｯﾀｽﾛｰ国際会議へ参加 
・本市の指針（構想）の完成 

●重要業績指標（KPI） 

 移住相談件数 
現状値 20件 H31年度 50件 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
  

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 文化ｽﾎﾟｰﾂ観光部 

自然 

食 

 

環境 

コミュ 

ニティ 

都市 

心 農 

ｽﾛｰｼﾃｨ 

ｽﾛｰﾗｲﾌ 
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基本目標 2若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑩移住・定住促進 
事業 No. 35 地域おこし協力隊の活用 

１．目的  
・前橋市外の若者に地域づくりに関わってもらうこと（直接体験）で、本市の魅力を伝え、ひ
いては定住につなげていく。 

・市外の人材を活用することで、地域の魅力を市外に PRしてもらう。 
 
２．手段（事業展開）  
 ・東京圏（東京、神奈川、千葉）から、前橋市のために活動したいという 20代～30代の若者

を「地域おこし協力隊員」として委嘱し、地域づくり等に関わってもらう。 
・市内の地域づくり協議会等の人的支援をはじめ、若い世代の住民との交流を通じ、市の地域
づくり全体のサポートを行う。 

 
３．将来構想  
・新しい地域づくりの人材が活躍することで、同様の人材が地域内外から発掘でき、地域が活
性化することが期待できる。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・「地域づくり」には、決まった手法はないため、民間事業者をはじめ様々な「つながり」を

作り、地域づくりにつなげていく必要がある。 
 ・地域おこし協力隊となった者が、担当する地域のために必要と考える民間事業者等と積極的

に連携して、より良い地域を作る取り組みを後押しすることが必要である。ただし、「地域
づくり」はあくまで「住民主体」であり、それを常に念頭に活躍できる人材を活用する必要
がある 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

 ・制度設計 
・地元説明 
・募集開始 

・採用 
・活動開始 

●重要業績指標（KPI） 

 地域おこし協力隊の前橋への移住（定住）率 
現状値 ０％ H31年度 50%超 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 市民部 

地域づくり協議会 

地区 

各種地域づくり事業 地域住民や、地域づくり 
協議会等各種団体と連携 

協力・支援 
地域おこし協力隊 

市 

雇用 
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基本目標 2若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少 
施策 ⑩移住・定住促進 
事業 No. 36 民間共創の推進 

１．目的  
・人口減少社会の到来により、将来的な人口と税収の減少が見込まれる中、行政があらゆる公
共的ｻｰﾋﾞｽを提供することには限界がある。 

・これまでのように公共的ｻｰﾋﾞｽを行政のみが担う「自治体経営」から、本市の産業界・行政・
大学・金融機関・労働団体・言論界・市民といった多様な主体が問題意識を共有し、課題の
解決や地域の魅力を高めるための取り組みを一つでも多く実行していく「地域経営」へ革新
を図ることが求められている。 

２．手段（事業展開）  
 ・官民連携による都市の魅力ｱｯﾌﾟ推進（都市魅力ｱｯﾌﾟ共創推進事業） 

社会貢献活動（CSR）に意欲のある企業・団体等の取り組みを広く募集し、官民連携による
新たな取り組みにより本市の魅力ｱｯﾌﾟや企業ＰＲを図る。 

 ・小さな拠点づくりの支援 
  買い物弱者問題をはじめとする新たな社会問題に対し、小学校区などの基礎的な生活圏で、

生活ｻｰﾋﾞｽや地域活動の場などをつなぎ、人やﾓﾉ・ｻｰﾋﾞｽの循環を図る新たな地域運営の仕組
みである「小さな拠点づくり」を支援する。 

・ｿｰｼｬﾙｱｸｼｮﾝの支援 
個人や団体が主体となり社会の課題を解決するｿｰｼｬﾙﾃﾞｻﾞｲﾝを提案し、具体的に行動する仕
組み（ｿｰｼｬﾙｱｸｼｮﾝ）を支援する。 

３．将来構想  
 ・社会貢献活動（CSR）の効果的な展開やｿｰｼｬﾙｱｸｼｮﾝの成熟により、｢前橋を盛り上げたい｣、

｢前橋を良くしたい｣、｢前橋市民を幸せにしたい｣という思いを地域内の多様な主体が共有で
きるよう促すことで、地域課題の解決やｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの創出を目指す。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・地域の課題解決や魅力創出に向けた企業や団体、個人との連携 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・都市魅力ｱｯﾌﾟ共創推進事業 
・ｿｰｼｬﾙｱｸｼｮﾝ発掘・支援 

・都市魅力ｱｯﾌﾟ共創推進事業 
・ｿｰｼｬﾙｱｸｼｮﾝ発掘・支援 
・小さな拠点づくりの支援 

・左記事業のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ 
・新たな官民連携方策の検討・実施 

●重要業績指標（KPI） 

 都市魅力ｱｯﾌﾟ共創推進事業（累計） 
現状値 ５件 H31年度 25件 

●事業ｲﾒｰｼﾞ ●主な連動事業 
 

●主担当部 
 政策部  

前橋○○特区 
 

前橋二番 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (4)要介護等認定者率の上昇 
施策 ⑪生涯活躍のまちづくり 
事業 No. 37 健康寿命の延伸 

１．目的  
・本市の高齢化率は 26.6％（2015年 3月末）であるが、団塊世代が後期高齢者となる 2025
年には、高齢化率は 29.1％まで上昇すると推計されている。 

・また、高齢者に占める要介護認定率の割合は直近で 18.0％（2014年 9月）であるが、今後
も認定者率は上昇していくことが懸念されている。 
（H29：20.1％→H32：21.6％→H37：23.1％） 

・壮年期（40-64歳）における「脳血管疾患対策」及び「糖尿病の発症予防・重症化予防」を
軸とした健康づくりと、高齢期（65 歳～）における介護予防活動の推進により、要介護認
定者率の上昇を抑え、健康寿命の延伸を目指す。 

２．手段（事業展開）  
・活動量計を使った健康づくり事業の推進 
・介護予防ｻﾎﾟｰﾀｰの養成（2015年：603名 → 2020年目標：1,000名） 
・ﾋﾟﾝｼｬﾝ体操ｸﾗﾌﾞの活動推進（2015年 11月：35 ｸﾞﾙｰﾌﾟ → 2020年目標：80 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 
・介護予防活動ﾎﾟｲﾝﾄ制度の拡充（2015年 11月：800名 → 2020年目標：1200名） 

３．将来構想  
・介護予防ｻﾎﾟｰﾀｰが中心となり、地域包括支援ｾﾝﾀｰの圏域ごとに、地域の実情に合わせた介護
予防事業を実施する。ﾋﾟﾝｼｬﾝ体操ｸﾗﾌﾞによる活動や介護予防活動ﾎﾟｲﾝﾄを推進するほか、高
齢者同士の交流の場を増やしていくことで、意欲ある高齢者が生きがいをもって社会参加で
きる環境を整備し、要介護認定者率の上昇に歯止めをかける。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・地区保健推進員会や食生活改善推進員会等の地域団体と連携した生活習慣の改善 
・各種介護予防活動への市民参画 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・ﾋﾟﾝｼｬﾝ体操ｸﾗﾌﾞ立ち上げ支援 
・活動量計を使った健康づくり 

・地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ構築 ・介護予防・日常生活支援総合事
業の実施 

●重要業績指標（KPI） 
要介護認定者率 

現状値 18.0% H31年度 20.0％以内 

●参考ﾃﾞｰﾀ：要介護等認定者数・認定率の推移 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 健康部 
福祉部 

 

11,728 12,240 13,031 13,766 14,582 15,499 16,060 

15.4% 15.6% 16.4% 17.1% 17.4% 17.9% 18.0% 
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出典：平成27年「まえばしスマイルプラン」より抜粋 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (3)若者の総数の減少、(4)要介護等認定者率の上昇 
施策 ⑪生涯活躍のまちづくり 
事業 No.38 大学退職教員等の知識や技術の継承 

１．目的  
・人生 100年時代を見据え、意欲ある高齢者がそれまで培った能力や経験を生かし、生涯現役
で活躍し続けられることは、本人と社会の双方にとって望ましい。 

・中でも、産学連携に取り組んできた実績ある大学退職教員や企業 OB研究者等の豊富な知識
と人脈を活用し、市内企業の技術開発等へ還元することができれば、現在、市が取り組んで
いる産学官連携の取り組み（新製品・新技術開発支援制度や御用聞き型企業訪問など。以下、
「既存事業」という。）を大きく飛躍させることができる。 

２．手段（事業展開）  
・「（仮称）知の継承支援ｾﾝﾀｰ」を設置し、意欲ある大学退職教員や企業 OB研究者等とその知
識や技術を生かしたい企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞを進める。 

 ・国内外の大学や研究機関等との先駆的な連携と英知の結集を主導するとともに、既存事業と
の融合を図り、企業が求めるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｻｲｸﾙの効率化を支える。 

３．将来構想  
 ・大学との連携に加え、広く国の研究機関等の研究者やその退職者、ﾎﾟｽﾄﾄﾞｸﾀｰの招聘や連携

も構想できるものとする。 
・同ｾﾝﾀｰを、本市の産業発展の中核を担う人材を輩出する人材育成の拠点とし、さらには、 
産学官連携の拠点としても機能していくことを目指す。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・大学や研究機関等との連携（人材の登録等） 
・市内企業との連携（共同研究に向けた企業ﾆｰｽﾞや課題の共有等） 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・事業設計 ・事業化準備 
1. 運営体制の確立 
2. 大学への支援要請 
3. 企業への要請等 

・事業化推進 
1. 研究受託・共同研究促進 
2. 国の競争的資金の獲得 
3. ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出等 

●重要業績指標（KPI） 
 ①大学退職教員等の登録数（累計） 
②企業からの受託研究数（年間） 

現状値 ①０名 
②０件 

H31年度 ①150名 
②30件 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 産業経済部 
 政策部  
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基本目標 １・２共通 
優先課題 (2)(4)共通 
施策 ⑪生涯活躍のまちづくり 
事業 No.39 ICTを活用した健康づくり  

１．目的  
・ICTを活用し、これまでさまざまな部署・機関で保管されていた健康情報等を集約すること
で、子育て環境の充実や健康意識の向上を図る。 

２．手段（事業展開）  
・本人認証にﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞを用いるなどｾｷｭｱな環境下で、地域共通ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ上に母子健康情報
を集約した「母子健康情報ｻｰﾋﾞｽ」を構築する。 

３．将来構想  
・将来的には、対象年齢を拡大し、ﾊﾞｲﾀﾙ情報記録等を取り込みながら「生涯健康ﾎﾟｰﾀﾙ」を目
指すとともに、緊急時利用などにも活用できる仕組みを構築する。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・ICTを活用した健康づくりの効果的な推進を図るため、一般社団法人 ICTまちづくり共通ﾌﾟ
ﾗｯﾄﾌｫｰﾑ推進機構、前橋工科大学や本市周辺の大学、研究機関等と連携・協力しながら、事
業の具現化に努めていく 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞを想定した認証機
能等により本人認証をした上
で、市民や医療関係者等の参加
者が情報を参照する仕組みと
する。特に母子健康情報ｻｰﾋﾞｽ
を中心に期間とﾓﾆﾀｰ数を拡充
して効果を検証する。 

・一般社団法人 ICTまちづくり共
通ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ推進機構が構築
し、運営する母子健康情報ｻｰﾋﾞ
ｽに参画し、市民の健康保持に
資するとともに、他地域への横
展開と参加機関等の拡充を図
る。 

・母子健康情報ｻｰﾋﾞｽの運用 
・母子健康情報ｻｰﾋﾞｽを中核とし
た「生涯健康ﾎﾟｰﾀﾙ」の構築推
進 

●重要業績指標（KPI） 
ｻｰﾋﾞｽの利用満足度や将来への期待度などの数値満足度（参加者への事後ｱﾝｹｰﾄ結果） 

現状値 70％ H31年度 80％ 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 政策部 
 福祉部 
 健康部 
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基本目標 ２若者の定着と高齢者の活躍により、地域の活力を維持する 
優先課題 (4)要介護等認定者率の上昇 
施策 ⑪生涯活躍のまちづくり 
事業 No.40 前橋版ＣＣＲＣの推進 

１．目的  
・生涯活躍のまち（CCRC）は、東京圏等の元気な高齢者や中高年層（ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ）が地方に移
り住み、地域住民や多世代と交流しながら健康でｱｸﾃｨﾌﾞな生活を送り、必要に応じて医療・
介護を受けることができる地域のことをいう。 

・前橋版 CCRC構想は、国の構想をさらに拡大し、医療・健康都市としての強みを十分に発揮
しながら、全市域を対象に、「市民誰もが、住み慣れた場所で、生きがいを持って、生涯活
躍できるまち」の実現を目指す。 

２．手段（事業展開）  
・前橋版 CCRC 構想実現には、市内の日常圏域に CCRC の拠点が求められるが、第 1 弾とし
て、前橋赤十字病院跡地を候補として、今後の市内各所での展開に資するﾓﾃﾞﾙ構築を目指す。 

・地元の建設・不動産、大学、医療福祉機関、NPO等によるｺﾝｿｰｼｱﾑを形成し、医療・福祉を
中心に、学び・生涯学習、社会活動といった各種ﾒﾆｭｰを機能として備えた拠点型 CCRCを整
備し、ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱだけでなく子育て世代を含めた、東京圏からの移住を推進させる。 

・日赤跡地 CCRCは、移住者だけでなく市民誰もが利用できる拠点とし、医療･福祉ｻｰﾋﾞｽの向
上や多世代交流を促していく。 

３．将来構想  
 ・CCRC設置に伴う医療介護福祉人材の需要増などから、仕事を生み出し、若者の移住・定住

を促進させる。 
・既存の地域包括ｹｱｼｽﾃﾑとの連携や多世代交流や地域との関わり、新たな産業の創出を通じて
高齢者がいきいきと生活できるだけでなく、子育て世代も安心で便利な暮らしを送れる社会
の実現を目指す。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・多様なﾒﾆｭｰを提供するため、民間事業者、ＮＰＯ、大学、医療福祉機関の協力が欠かせない。 
・民間主導で推進していくためにも、資金調達が課題であり、金融機関との連携が求められる。 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・基礎調査の実施 ・基本構想・基本計画策定 ・事業主体の設立 
・事業開始 

●重要業績指標（KPI） 

新たな CCRC拠点の整備 
現状値 ０拠点 H31年度 １拠点 

●事業ｲﾒｰｼﾞ ：前橋版 CCRC ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
 

●主担当部 
 政策部 
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基本目標 １・２共通 
優先課題 (1)(2)(3)(4)共通 
施策 ⑫都市のコンパクト化と交通ネットワーク形成 
事業 No. 41 都市のコンパクト化 

１．目的  
・人口減少社会においても、持続可能な都市であり続けるためには、医療・福祉施設、商業施
設、住宅などがまとまって立地する「都市のｺﾝﾊﾟｸﾄ化」と、拠点間を公共交通で結ぶ「交通
ﾈｯﾄﾜｰｸ形成」を同時に進めることが求められている。 

・加えて、駅を中心とする都市のｺﾝﾊﾟｸﾄ化を実現するためには、魅力ある中心市街地の形成が 
 であり、ﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄ両面からまちの魅力を高めていく必要がある。 

２．手段（事業展開）  
 ・都市全体を見渡したﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝである「立地適正化計画」を策定する。 
・都市機能の集約に向け、民間主導の再開発事業、公共施設の再配置、公的不動産の活用など
多様な事業を連携して推進する。 

 ・空き店舗対策や既存店舗支援、創業拠点やｼｪｱﾊｳｽの開設支援、各種ｲﾍﾞﾝﾄ開催支援等により、
中心市街地の魅力を高める。 

３．将来構想  
 ・都市のｺﾝﾊﾟｸﾄ化に向け、居住や都市の生活を支える機能が緩やかに誘導されるとともに、 

多様な人々が中心市街地を舞台に、集い、結びつくことで、新たなまちの魅力を創出する。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
・立地適正化計画策定に向けた外部検討委員会の立ち上げ 

 ・民間主導の再開発事業の推進 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・立地適正化計画策定にかかる 
基礎調査 

・立地適正化計画策定に連動した
民間再開発など事業推進 

・中心市街地活性化基本計画改訂
（H29年 3月改訂） 

・立地適正化計画策定に連動した
民間再開発など事業推進 

・中心市街地活性化基本計画改訂
に連動した事業推進 

●重要業績指標（KPI） 
①都市機能誘導施設に関する再開発事業化数（立地適正化計画策定に連動した事業推進） 
②中心市街地居住人口増加数（中心市街地活性化基本計画改訂に連動した事業推進） 

現状値 ①０件 
②０人（15,150人） 

H31年度 ①３件 
②300人（15,450人） 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
 

●主な連動事業 
No43 公共交通ﾈｯﾄﾜｰｸ形成 

●主担当部 
 都市計画部 
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基本目標 １・２共通 
優先課題 (1)(2)(3)(4)共通 
施策 ⑫都市のコンパクト化と交通ネットワーク形成 
事業 No. 42 交通ネットワークの再編 

１．目的  
・本格的な人口減少社会、高齢化社会においても、誰もが移動しやすく、人と環境にやさしい
持続可能な都市とするため、交通ﾈｯﾄﾜｰｸの再編が求められている。 

 
２．手段（事業展開）  
・市内交通の利便性向上のため、公共交通不便地域対策（ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ﾊﾞｽ等）、既存公共交通の乗
り継ぎ利便性の向上策（ﾊﾞｽ交通網の見直し、交通系 IC ｶｰﾄﾞ導入等）、新交通ｼｽﾃﾑの活性化
（結節機能強化、LRT等）に取り組む。 

 
３．将来構想  
・地域公共交通網形成計画を策定し、交通ﾈｯﾄﾜｰｸの再編等により各地区の拠点性を向上させ、
ｽﾌﾟﾛｰﾙした都市のｺﾝﾊﾟｸﾄ化を促進させる。 

・自動車に過度に依存しない、歩いて楽しいまちづくりの実現を促進させるとともに、運動（歩
くこと）による成人病等の予防や健康寿命の延伸を目指す。 

●地域の民間事業者・関係団体・ＮＰＯ・住民との連携（産学官金労言） 
 ・地域公共交通の再編にあたっては、行政のみならず、民間・市民の公共交通利用促進におけ

る主体的な取組みが不可欠である。 

●短期・中長期の工程表 
緊急的取組(27年度) 28年度 29-31年度 

・地域公共交通網形成計画策定準備 
・マイタク本格運行 

・前橋市地域公共交通再生検討会
で計画内容協議 

・新たな交通ｼｽﾃﾑ（LRT等）導入 
可能性調査 

・マイタク利用実態分析 
・公共交通不便地域対策の検討 

・地域公共交通網形成計画策定（H29年度）  
・軌道運送高度化実施計画策定準備 
・地域公共交通再編実施計画策定準備 

●重要業績指標（KPI） 
市民一人あたりの公共交通年間利用回数 

現状値 55.1回 H31年度 57.0回 

●事業ｲﾒｰｼﾞ 
  

●主な連動事業 
No.41都市のｺﾝﾊﾟｸﾄ化 

●主担当部 
 政策部 
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６ 推進体制 

（１）推進体制 

   本市では、県内市町村に先立ち、平成２７年１月に「県都まえばし創生本部｣を設置

し、組織横断的な取り組みを進めてきました。また、同年６月には、産官学金労言（※）

の各分野で専門的知見をもつ、全１９名の委員により構成する「有識者会議」を設置

し、前橋市の創生を合言葉に、地方創生・人口減少対策について議論をしてきました。 

   引き続き、上記推進体制のもと、総合戦略に掲げる基本目標の達成や各種施策の積

極的な推進を図ります。 

（※）産官学金労言：産業界・行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メディア 

 
（参考）県都まえばし創生本部の組織図 

 

      
 

 

（２）効果検証（ＰＤＣＡサイクル）の実施 

  総合戦略に掲げる事業は、計画（PLAN）→実行（DO）→評価（CHECK）→改善（ACTION）

という、いわゆるＰＤＣＡサイクルのもと、着実な進行管理を実施します。 

  なお、進行管理にあたっては、県都まえばし創生本部や同有識者会議の場を活用する

とともに、その結果は市民に対して広く公表します。 
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